
本
稿
は
、
旧
稿
（
『
山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
』
（
以
下
「
紀
要
」
）

第
三
九
号
～
四
二
号
）
に
引
き
続
き
、
『
防
長
風
土
注
進
案
』
（
以
下

「
注
進
案
」
）
の
「
風
俗
」
の
項
に
記
載
さ
れ
た
内
容
か
ら
、
江
戸
時

代
後
期
の
人
々
の
生
活
ぶ
り
や
も
の
の
考
え
方
に
分
け
入
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

人
々
の
「
一
生
」
（
「
誕
生
と
成
長
」
「
結
婚
」
「
病
」
「
老
」
「
死
と

法
要
」
）
及
び
人
々
の
「
身
体
」
（
「
休
養
」
「
女
性
」
）
等
に
焦
点
を

あ
て
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
ら
は
、
お
お
よ
そ
「
村
」
を
単
位
と

し
て
人
々
を
規
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
「
共
同
体
」
（
「
紀
要
」

第
三
九
号
）
や
「
年
中
行
事
」
（
「
紀
要
」
第
四
〇
、
四
一
号
）
、
「
農

耕
儀
礼
」
（
「
紀
要
」
第
四
二
号
）
と
違
い
、
個
々
の
家
の
経
済
状
況

や
個
人
の
あ
り
方
等
に
よ
っ
て
大
い
に
異
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。し

た
が
っ
て
、
旧
稿
の
よ
う
な
「
何
々
村
で
は
云
々
」
と
い
う
記

述
の
方
法
は
本
質
的
に
適
当
で
な
い
し
、
個
別
の
事
例
の
羅
列
も
ま

た
混
乱
を
招
く
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
「
注
進
案
」
の

性
質
上
、
「
何
々
村
に
は
こ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
」
と
い
っ
た
こ

と
に
立
脚
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
十
分
ご
留
意
い
た
だ
き
た
い
。

な
お
、
「
注
進
案
」
の
各
村
の
記
載
は
一
様
で
は
な
く
、
地
域
性

や
精
粗
・
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
考
慮
の
上
で
、
旧
稿
同
様
、

「
風
俗
」
の
項
に
お
け
る
用
例
の
み
か
ら
推
察
で
き
る
記
述
に
と
ど

め
た
。
底
本
も
旧
稿
同
様
、
当
館
が
昭
和
三
十
五
年
度
か
ら
三
十
九

年
度
に
か
け
て
刊
行
し
た
『
防
長
風
土
注
進
案
』
巻
一
～
巻
二
一
を

用
い
た
。
本
文
中
〔
　
　
〕
内
の
引
用
部
分
に
続
く
（1

5
-
6

）
等
の

番
号
は
、
「
第
一
五
巻
に
収
載
の
村
番
号
六
の
村
」
（
こ
の
場
合
は
舟

木
村
）
を
意
味
す
る
。
村
の
一
覧
（
番
号
と
の
対
照
表
）
に
つ
い
て

は
最
後
に
一
括
し
た
。

『
防
長
風
土
注
進
案
』「
風
俗
」
の
項
に
み
る
人
の
一
生
と
身
体

金
谷
匡
人

一

『
防
長
風
土
注
進
案
』「
風
俗
」
の
項
に
み
る
人
の
一
生
と
身
体
（
金
谷 

）



誕
生
と
成
長

【
生
子
（
う
ま
れ
ご
）
・
洗
あ
け
婆
・
取
上
姥
】

生
ま
れ
て
き
た
児
は
「
生
子
」
、
産
婆
は
「
洗
あ
け
（
げ
）
婆
」「
取

上
姥
」
等
と
記
さ
れ
る
。
産
婆
は
そ
の
後
も
、
名
付
け
の
祝
い
の
席

に
呼
ば
れ
た
り
、
宮
参
り
の
と
き
に
生
子
を
抱
い
て
参
詣
し
た
り
し

た
。
（
後
述
）

【
誕
生
祝
】

次
項
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
子
の
誕
生
を
祝
う
の
は
そ
の
家
や
親

族
が
主
体
で
、
共
同
体
や
近
隣
か
ら
ど
の
よ
う
な
祝
儀
が
行
わ
れ
た

の
か
は
記
述
に
乏
し
い
。
一
例
の
み
、
周
囲
の
者
か
ら
の
祝
い
と
思

わ
れ
る
記
述
が
見
え
る
が
、
そ
れ
も
長
子
に
対
し
て
で
あ
り
、
二
子

か
ら
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
。

〔
出
産
之
節
ハ
聊
之
佳
儀
を
以
祝
し
申
候
、
尤
二
度
目
よ
り
ハ
其
儀
無
之
、

只
祝
辞
の
ミ
ニ
御
座
候
〕
（7

-
7

）

一
方
、
子
が
生
ま
れ
た
家
か
ら
は
、
百
日
参
り
（
後
述
）
の
祝
い

と
し
て
近
隣
に
赤
飯
を
配
る
と
い
う
記
述
が
み
え
る
。

〔
百
日
参
と
相
唱
氏
神
参
詣
、
（
中
略
）
右
一
礼
ト
し
て
組
相
中
ニ
赤
飯
を

配
り
候
行
形*

ニ
御
座
候
〕
（2

0
-
9

）
行
形
：
ゆ
き
な
り
。
慣
習
の
こ
と
。

【
三
ツ
目
・
名
付
け
・
名
披
露
・
名
酒
】

生
後
三
日
目
を
「
三
ツ
目
」
と
よ
び
、
名
付
け
を
行
っ
て
祝
う
こ

と
が
多
い
。
そ
の
場
に
産
婆
を
招
く
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
名
酒
」
を
ふ
る
ま
う
と
い
っ
た
記
述
（9

-
1

）
も
見
ら
れ
る
。

〔
大
概
男
女
共
誕
生
し
て
三
ツ
目
の
日
相
性
の
名
を
撰
て
折
紙
に
書
付
、
三

方
に
乗
せ
是
を
披
露
し
、
神
々
え
御
酒
供
物
を
備
、
近
辺
に
て
心
安
き
も

の
、
又
は
取
上
ケ
姥
な
と
招
て
目
出
度
酒
飯
を
差
出
饗
応
致
候
事
〕
（9

-
6

）

名
付
け
は
必
ず
し
も
三
日
目
で
な
く
、
吉
日
を
選
ん
で
行
う
場
合

も
あ
っ
た
。

〔
男
女
出
生
之
日
よ
り
三
日
目
或
ハ
五
日
目
七
日
目
等
之
内
、
吉
日
を
撰
ひ

親
よ
り
名
を
付
〕
（1

-
1
2

）

付
け
た
名
前
を
披
露
す
る
こ
と
は
産
婦
の
忌
み
明
け
を
待
っ
て
、

忌
み
明
け
祝
い
と
併
せ
て
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
新
生

児
や
産
婦
の
状
態
に
よ
っ
て
一
様
で
は
な
か
っ
た
し
、
貧
窮
者
は
披

露
（
の
祝
い
）
を
し
な
い
こ
と
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
小
児
生
れ
候
て
三
日
目
五
日
目
当
り
ニ
名
を
付
候
て
、
其
後
産
穢
之
忌
明

之
上
名
附
を
祝
ひ
、
忌
明
之
祝
ひ
共
申
親
類
因
ミ
間
を
招
候
事
〕
（9

-
1
6

）

〔
出
産
後
七
夜
過
て
名
付
披
露
之
節
等
、
身
分
相
応
ニ
親
類
近
所
申
受
心
祝

ひ
仕
候
事
〕
（9

-
2

）

な
お
、
三
日
目
、
五
日
目
等
の
こ
と
を
「
三
ツ
目
」
「
五
ツ
目
」

等
と
よ
ぶ
こ
と
は
、
結
婚
の
と
き
に
も
み
ら
れ
る
（
後
述
）
。
慶
事

の
と
き
の
特
有
の
言
い
方
で
あ
ろ
う
か
。

【
う
ぶ
髪
（
初
髪
）
を
剃
る
】

生
後
六
日
目
な
い
し
十
一
日
目
に
う
ぶ
髪
を
剃
っ
た
記
載
が
大

津
宰
判
に
二
例
あ
る
。
良
い
髪
に
な
る
よ
う
に
と
新
生
児
の
髪
を
一

度
剃
っ
て
坊
主
頭
に
す
る
事
例
は
、
現
在
で
も
散
見
さ
れ
る
よ
う
で

あ
る
。

〔
六
日
目
に
初
髪
を
剃
〕
（1

9
-
1
1

）

〔
十
一
日
目
に
う
ふ
髪
を
剃
候
〕
（1

9
-
1
5

）

【
宮
参
り
・
百
日
（
も
も
か
）
参
り
・
生
団
子
】

誕
生
か
ら
百
日
目
を
「
も
も
か
」
と
よ
び
、
氏
神
に
参
詣
し
て

幼
子
の
祝
い
を
す
る
こ
と
は
一
般
的
で
あ
る
が
、
次
の
最
初
の
例

の
よ
う
に
き
ち
ん
と
百
日
目
に
お
こ
な
う
地
域
は
む
し
ろ
少
な
く
、

三
十
三
日
目
に
行
う
と
こ
ろ
、
ま
た
男
子
は
百
十
日
目
、
女
子
は

百
二
十
日
目
に
行
う
と
い
っ
た
と
こ
ろ
も
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
の
際
、

御
神
酒
や
赤
飯
と
と
も
に
「
生
団
子
」
を
一
年
の
月
の
数
ほ
ど
供
え

る
と
い
う
記
述
も
み
え
る
。
「
生
団
子
」
は
「
な
ま
だ
ん
ご
」
と
読

め
ば
辞
書
的
に
は
死
者
の
枕
頭
に
供
え
る
即
席
の
団
子
を
い
う
（
小

学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
）
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
う
ぶ
だ
ん
ご
」

と
読
む
の
で
あ
ろ
う
。

〔
男
女
出
誕
之
日
よ
り
百
日
目
も
ゝ
か
参
り
と
号
氏
神
参
詣
仕
候
〕
（2

-
2
6

）

〔
百
日
参
り
　
百
日
ニ
満
し
候
て
氏
神
え
参
り
候
筈
ニ
て
可
有
之
候
得
共
、

太
抵
三
十
三
日
相
立
候
て
氏
神
え
参
り
候
事
（9

-
1
6

）

〔
子
供
誕
生
之
節
は
男
子
百
十
日
目
、
女
子
ハ
百
廿
日
目
ニ
参
詣
仕
候
、
其

節
神
酒
一
徳
赤
飯
一
重
生
団
子
一
ケ
年
月
の
数
相
備
、
於
御
神
殿
神
楽
御

祈
祷
相
成
、
神
酒
御
簡
守
頂
戴
罷
帰
候
〕
（2

0
-
1

）

そ
の
際
、
赤
ん
坊
を
抱
く
の
は
「
姥
」
の
役
目
だ
っ
た
よ
う
で
、

こ
の
「
姥
」
を
「
取
上
姥
」
（
産
婆
）
と
明
記
し
て
い
る
例
も
あ
る
。

現
在
の
お
宮
参
り
に
お
い
て
も
赤
ん
坊
を
抱
く
の
は
一
般
的
に
祖
母

の
役
割
だ
が
、
い
ず
れ
も
長
寿
へ
の
祈
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
産
着
も

生
ま
れ
子
の
祖
父
母
か
ら
貰
い
受
け
る
と
い
う
記
述
も
み
え
る
。

〔
三
拾
三
日
目
ニ
宮
参
り
と
て
小
児
を
姥
抱
き
氏
神
参
詣
仕
候
〕
（9

-
5

）

〔
出
産
之
日
よ
り
三
十
三
日
め
、
又
は
百
日
目
に
舅
し
ふ
と
め
よ
り
も
ら
ひ

受
し
産
衣
を
着
て
取
上
姥
に
抱
か
せ
、
氏
神
へ
参
詣
し
て
其
子
の
成
長
を

祈
り
、
家
内
に
は
身
祝
ひ
と
て
快
よ
く
酒
な
と
給
合
申
候
事
〕
（9

-
6

）

【
御
宝
う
け
・
御
宝
を
い
た
だ
く
】

前
大
津
宰
判
の
よ
う
に
浄
土
真
宗
の
教
線
が
強
い
地
域
で
は
、
宮

参
り
（
百
日
参
り
）
を
せ
ず
、
旦
那
寺
に
参
詣
す
る
風
も
あ
っ
た
。

こ
れ
を
「
御
宝
を
う
け
る
」
「
御
宝
を
い
た
だ
く
」
と
い
い
、
生
後

の
日
数
に
定
め
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
産
子
百
日
参
り
氏
神
へ
参
詣
仕
候
、
尤
真
宗
の
家
は
此
儀
無
御
座
候
、
御

二

『
防
長
風
土
注
進
案
』「
風
俗
」
の
項
に
み
る
人
の
一
生
と
身
体
（
金
谷 

）



の
と
き
の
特
有
の
言
い
方
で
あ
ろ
う
か
。

【
う
ぶ
髪
（
初
髪
）
を
剃
る
】

生
後
六
日
目
な
い
し
十
一
日
目
に
う
ぶ
髪
を
剃
っ
た
記
載
が
大

津
宰
判
に
二
例
あ
る
。
良
い
髪
に
な
る
よ
う
に
と
新
生
児
の
髪
を
一

度
剃
っ
て
坊
主
頭
に
す
る
事
例
は
、
現
在
で
も
散
見
さ
れ
る
よ
う
で

あ
る
。

〔
六
日
目
に
初
髪
を
剃
〕
（1

9
-
1
1

）

〔
十
一
日
目
に
う
ふ
髪
を
剃
候
〕
（1

9
-
1
5

）

【
宮
参
り
・
百
日
（
も
も
か
）
参
り
・
生
団
子
】

誕
生
か
ら
百
日
目
を
「
も
も
か
」
と
よ
び
、
氏
神
に
参
詣
し
て

幼
子
の
祝
い
を
す
る
こ
と
は
一
般
的
で
あ
る
が
、
次
の
最
初
の
例

の
よ
う
に
き
ち
ん
と
百
日
目
に
お
こ
な
う
地
域
は
む
し
ろ
少
な
く
、

三
十
三
日
目
に
行
う
と
こ
ろ
、
ま
た
男
子
は
百
十
日
目
、
女
子
は

百
二
十
日
目
に
行
う
と
い
っ
た
と
こ
ろ
も
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
の
際
、

御
神
酒
や
赤
飯
と
と
も
に
「
生
団
子
」
を
一
年
の
月
の
数
ほ
ど
供
え

る
と
い
う
記
述
も
み
え
る
。
「
生
団
子
」
は
「
な
ま
だ
ん
ご
」
と
読

め
ば
辞
書
的
に
は
死
者
の
枕
頭
に
供
え
る
即
席
の
団
子
を
い
う
（
小

学
館
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
）
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
う
ぶ
だ
ん
ご
」

と
読
む
の
で
あ
ろ
う
。

〔
男
女
出
誕
之
日
よ
り
百
日
目
も
ゝ
か
参
り
と
号
氏
神
参
詣
仕
候
〕
（2

-
2
6

）

〔
百
日
参
り
　
百
日
ニ
満
し
候
て
氏
神
え
参
り
候
筈
ニ
て
可
有
之
候
得
共
、

太
抵
三
十
三
日
相
立
候
て
氏
神
え
参
り
候
事
（9

-
1
6

）

〔
子
供
誕
生
之
節
は
男
子
百
十
日
目
、
女
子
ハ
百
廿
日
目
ニ
参
詣
仕
候
、
其

節
神
酒
一
徳
赤
飯
一
重
生
団
子
一
ケ
年
月
の
数
相
備
、
於
御
神
殿
神
楽
御

祈
祷
相
成
、
神
酒
御
簡
守
頂
戴
罷
帰
候
〕
（2

0
-
1

）

そ
の
際
、
赤
ん
坊
を
抱
く
の
は
「
姥
」
の
役
目
だ
っ
た
よ
う
で
、

こ
の
「
姥
」
を
「
取
上
姥
」
（
産
婆
）
と
明
記
し
て
い
る
例
も
あ
る
。

現
在
の
お
宮
参
り
に
お
い
て
も
赤
ん
坊
を
抱
く
の
は
一
般
的
に
祖
母

の
役
割
だ
が
、
い
ず
れ
も
長
寿
へ
の
祈
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
産
着
も

生
ま
れ
子
の
祖
父
母
か
ら
貰
い
受
け
る
と
い
う
記
述
も
み
え
る
。

〔
三
拾
三
日
目
ニ
宮
参
り
と
て
小
児
を
姥
抱
き
氏
神
参
詣
仕
候
〕
（9

-
5

）

〔
出
産
之
日
よ
り
三
十
三
日
め
、
又
は
百
日
目
に
舅
し
ふ
と
め
よ
り
も
ら
ひ

受
し
産
衣
を
着
て
取
上
姥
に
抱
か
せ
、
氏
神
へ
参
詣
し
て
其
子
の
成
長
を

祈
り
、
家
内
に
は
身
祝
ひ
と
て
快
よ
く
酒
な
と
給
合
申
候
事
〕
（9

-
6

）

【
御
宝
う
け
・
御
宝
を
い
た
だ
く
】

前
大
津
宰
判
の
よ
う
に
浄
土
真
宗
の
教
線
が
強
い
地
域
で
は
、
宮

参
り
（
百
日
参
り
）
を
せ
ず
、
旦
那
寺
に
参
詣
す
る
風
も
あ
っ
た
。

こ
れ
を
「
御
宝
を
う
け
る
」
「
御
宝
を
い
た
だ
く
」
と
い
い
、
生
後

の
日
数
に
定
め
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
産
子
百
日
参
り
氏
神
へ
参
詣
仕
候
、
尤
真
宗
の
家
は
此
儀
無
御
座
候
、
御

三

『
防
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風
土
注
進
案
』「
風
俗
」
の
項
に
み
る
人
の
一
生
と
身
体
（
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宝
を
戴
く
と
申
候
て
旦
那
寺
へ
参
候
、
此
ハ
日
数
に
は
拘
り
不
申
候
〕

（1
9
-
8

）

【
初
雛
・
初
端
午
】

町
場
や
村
の
上
層
の
家
で
は
、
子
供
が
生
ま
れ
る
と
、
女
子
な
ら

初
雛
、
男
子
な
ら
初
端
午
を
祝
う
風
も
あ
っ
た
が
、
農
村
部
で
は
上

巳
の
節
句
（
ひ
な
祭
り
）
も
祝
わ
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
。
端
午
の

節
句
は
な
お
さ
ら
農
繁
期
に
あ
た
り
、
祝
い
や
休
息
を
し
な
い
と
い

う
記
述
が
目
立
っ
て
い
る
。

〔
（
三
月
三
日
）
女
子
出
生
之
家
ニ
は
紙
雛
ヲ
飾
リ
桃
ヲ
立
、
神
酒
菱
餅
御

膳
等
ヲ
備
へ
、
有
余
之
家
ニ
は
近
族
ヲ
招
キ
軽
キ
酒
飯
饗
応
之
仕
、
招
か

れ
し
者
よ
り
も
紙
雛
一
樽
芝
肴
等
分
限
相
応
之
品
を
遣
し
初
雛
を
祝
申

候
〕
（1

-
1

）

〔
初
端
午
の
家
に
ハ
紙
昇
吹
な
が
し
半
幟
等
を
調
へ
定
紋
或
は
紋
下
へ
武
者

絵
抔
を
書
、
其
家
の
軒
端
に
建
、
親
類
因
ミ
間
よ
り
ハ
竹
鑓
或
は
ち
い
さ

き
床
飾
り
抔
送
り
、
貰
ひ
し
先
方
え
は
笹
巻
を
配
り
、
其
日
入
来
る
人
々

え
は
祝
ひ
酒
上
巳
と
同
し
〕
（9

-
2

）

【
元
服
と
髪
型
（
は
ん
こ
・
の
ん
こ
）
・
衣
服
】

元
服
は
次
例
に
見
る
よ
う
に
、
男
子
の
「
大
人
小
児
之
境
」
を
た

て
る
も
の
で
、
十
五
歳
前
後
に
前
髪
を
と
り
、
幼
名
を
実
名
に
替
え

る
。
元
服
は
年
齢
を
基
準
と
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
体
格
（
身
長
）

を
基
準
と
す
る
記
述
も
あ
る
。
ま
た
そ
の
さ
い
、
元
服
親
と
し
て
村

内
の
有
力
者
を
頼
み
、
大
人
と
し
て
の
訓
導
を
行
う
こ
と
が
あ
っ
た

こ
と
は
、
「
紀
要
」
第
三
九
号
で
ふ
れ
た
。

〔
大
体
男
子
十
三
歳
十
五
歳
位
ニ
て
前
髪
を
執
候
を
元
服
と
相
唱
へ
大
人
小

児
之
境
を
相
立
申
候
〕
（2

0
-
1

）

〔
童
子
十
五
才
ニ
相
成
候
節
、
佳
日
を
撰
額
髪
剃
落
或
は
幼
名
を
改
替
之
儀

も
御
座
候
て
、
〕
（1

-
1
2

）

〔
元
服
之
儀
ハ
十
五
歳
ニ
て
致
し
候
儀
前
廉
よ
り
之
風
俗
ニ
て
候
得
共
、
当

時
十
二
三
歳
ニ
成
背
太
キ
も
の
ハ
元
服
仕
候
〕
（6

-
1
2

）

小
身
の
者
は
幼
少
時
か
ら
前
髪
を
落
と
し
て
月
代
の
形
に
髪
を

立
て
、
と
く
に
元
服
の
式
を
行
わ
な
か
っ
た
例
も
多
い
。
こ
の
「
月

代
形
」
の
髪
を
「
は
ん
こ
」
（
半
子
）
な
い
し
「
の
ん
こ
」
（
希
子
）

と
い
っ
た
よ
う
で
、
辞
書
的
に
は
「
半
髪
（
は
ん
こ
う
）
」
、
「
の
ん

こ
髷
」
に
あ
た
る
。
一
般
的
に
、
月
代
形
の
髪
型
に
す
る
に
は
、
あ

ら
か
じ
め
「
髪
置
」
（
髪
を
伸
ば
す
こ
と
）
を
し
た
う
え
で
前
髪
を

落
と
す
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
小
身
の
者
は
そ
の
手
順
を
略
し

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
次
の
最
期
の
例
に
見
え
る
「
脇
除
ケ
」
は
「
脇
明
け
を
除
き
」

（5
-
3

）
と
同
様
、
子
供
服
の
「
脇
明
け
」
（
腋
の
下
を
縫
わ
な
い
で

あ
け
て
あ
る
衣
服
）
を
や
め
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

〔
小
身
之
者
は
幼
少
之
時
よ
り
月
代
形
ニ
髪
を
立
元
服
と
申
儀
無
御
座
〕

（2
0
-
8

）

〔
頭
立
候
も
の
之
子
供
ハ
前
髪
を
取
神
参
り
致
シ
家
内
心
祝
ひ
仕
候
、
小
躬

之
者
ハ
子
供
よ
り
直
く
の
ん
こ
ニ
て
御
座
候
事
〕
（9

-
1
2

）

〔
元
服
之
儀
は
十
歳
ニ
至
り
髪
置
脇
除
ケ
等
仕
候
儀
前
々
右
よ
り
之
仕
来
り

ニ
候
へ
共
い
つ
之
比
よ
り
か
略
し
、
十
一
弐
歳
よ
り
も
前
髪
を
払
ひ
候
者

も
有
之
、
又
ハ
幼
少
之
時
よ
り
は
ん
こ
ニ
仕
候
も
の
も
有
之
候
〕
（5

-
2

）

【
鉄
漿
親
（
か
ね
お
や
）
・
初
鉄
漿
・
鉄
漿
道
具
・
七
軒
鉄
漿
】

男
子
の
元
服
の
際
に
頼
む
「
元
服
親
」
に
対
し
、
娘
が
成
人
す
る

と
さ
れ
る
十
三
歳
の
時
に
と
る
仮
親
を
「
鉄
漿
親
」
と
い
う
。
本
来
、

鉄
漿
付
け
（
お
歯
黒
）
は
成
女
の
し
る
し
で
、
結
婚
（
妊
娠
）
可
能

の
女
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
社
会
的
に
披
露
す
る
意
味
が
あ
り
、
多

く
の
場
合
初
潮
を
機
に
つ
け
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
当
島
宰
判
山

田
村
で
は
、
娘
の
十
三
歳
の
誕
生
日
に
鉄
漿
親
を
招
い
て
饗
応
し
た
。

お
そ
ら
く
こ
の
日
に
初
鉄
漿
を
付
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
後
は
擬
制

的
な
親
娘
と
し
て
、
鉄
漿
親
か
ら
は
娘
に
鉄
漿
道
具
一
式
が
贈
ら
れ
、

娘
か
ら
は
節
句
の
つ
と
め
等
を
行
っ
た
。

も
っ
と
も
、
鉄
漿
親
を
頼
む
の
は
「
長
立
候
者
」
で
あ
っ
て
、
中

以
下
の
場
合
は
、
十
七
、
八
に
な
っ
て
髪
型
を
変
え
、
初
め
て
鉄
漿

を
つ
け
た
。
そ
の
際
、
七
軒
の
家
を
回
っ
て
鉄
漿
を
貰
い
集
め
、
そ

の
こ
と
を
「
七
軒
鉄
漿
」
（
一
般
的
に
は
「
七
所
鉄
漿
」
＝
な
な
と

こ
が
ね
）
と
い
っ
た
。
そ
の
際
に
髪
を
結
い
直
し
て
く
れ
た
人
の
こ

と
も
「
鉄
漿
（
親
）
」
と
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
鉄
漿
親
之
儀
は
長
立
候
者
出
生
之
娘
十
三
歳
之
産
生
日
ニ
相
当
候
日
を

待
、
一
類
又
ハ
懇
意
盛
者
を
鉄
漿
親
ニ
相
頼
、
鉄
漿
親
よ
り
は
鉄
漿
道
具

一
巻
遣
シ
申
候
、
猶
又
同
日
鉄
漿
親
を
招
キ
饗
応
仕
、
左
候
て
鉄
漿
親
え

は
五
節
句
等
相
勤
申
、
中
よ
り
以
下
之
儀
は
拾
七
八
歳
ニ
相
成
人
別
不
同

も
御
座
候
得
共
、
太
概
髪
を
直
シ
初
鉄
漿
を
附
、
其
節
七
軒
鉄
漿
と
て
七

軒
貰
ひ
集
附
初
申
候
、
其
節
髪
結
直
シ
候
人
を
鉄
漿
と
相
唱
へ
格
別
式
ケ

間
敷
仕
不
申
候
〕
（2

0
-
8

）

【
若
者
】

「
注
進
案
」
に
は
、
社
会
の
な
か
の
若
者
の
役
割
が
明
記
さ
れ
て

い
る
例
は
少
な
い
。
力
に
あ
ふ
れ
た
、
元
気
の
よ
い
若
者
は
共
同
体

の
な
か
で
重
宝
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
そ
れ
は
当
然
の

こ
と
と
し
て
記
述
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
ず
か
な
記
述

の
な
か
か
ら
、
若
者
た
ち
の
役
割
を
垣
間
見
て
み
た
い
。

《
虫
送
り
》

虫
送
り
（
サ
バ
ア
送
り
）
の
人
形
を
こ
し
ら
え
る
主
体
を
若
者
が

担
っ
て
い
た
と
の
記
述
が
一
例
が
あ
る
。
こ
の
行
事
そ
の
も
の
も
、

若
者
た
ち
を
中
心
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

〔
六
月
下
旬
例
年
虫
除
之
祈
祷
禅
宗
玉
真
寺
へ
相
頼
、
左
候
て
方
言
ニ
サ
バ

ア
送
り
と
唱
へ
、
若
者
共
竹
木
紙
ニ
て
旗
鑓
を
調
へ
藁
細
工
ニ
て
鎧
人
形

騎
馬
之
形
を
拵
へ
、
〕
（4

-
9

）

四

『
防
長
風
土
注
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〔
頭
立
候
も
の
之
子
供
ハ
前
髪
を
取
神
参
り
致
シ
家
内
心
祝
ひ
仕
候
、
小
躬

之
者
ハ
子
供
よ
り
直
く
の
ん
こ
ニ
て
御
座
候
事
〕
（9

-
1
2

）

〔
元
服
之
儀
は
十
歳
ニ
至
り
髪
置
脇
除
ケ
等
仕
候
儀
前
々
右
よ
り
之
仕
来
り

ニ
候
へ
共
い
つ
之
比
よ
り
か
略
し
、
十
一
弐
歳
よ
り
も
前
髪
を
払
ひ
候
者

も
有
之
、
又
ハ
幼
少
之
時
よ
り
は
ん
こ
ニ
仕
候
も
の
も
有
之
候
〕
（5

-
2

）

【
鉄
漿
親
（
か
ね
お
や
）
・
初
鉄
漿
・
鉄
漿
道
具
・
七
軒
鉄
漿
】

男
子
の
元
服
の
際
に
頼
む
「
元
服
親
」
に
対
し
、
娘
が
成
人
す
る

と
さ
れ
る
十
三
歳
の
時
に
と
る
仮
親
を
「
鉄
漿
親
」
と
い
う
。
本
来
、

鉄
漿
付
け
（
お
歯
黒
）
は
成
女
の
し
る
し
で
、
結
婚
（
妊
娠
）
可
能

の
女
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
社
会
的
に
披
露
す
る
意
味
が
あ
り
、
多

く
の
場
合
初
潮
を
機
に
つ
け
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
当
島
宰
判
山

田
村
で
は
、
娘
の
十
三
歳
の
誕
生
日
に
鉄
漿
親
を
招
い
て
饗
応
し
た
。

お
そ
ら
く
こ
の
日
に
初
鉄
漿
を
付
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
後
は
擬
制

的
な
親
娘
と
し
て
、
鉄
漿
親
か
ら
は
娘
に
鉄
漿
道
具
一
式
が
贈
ら
れ
、

娘
か
ら
は
節
句
の
つ
と
め
等
を
行
っ
た
。

も
っ
と
も
、
鉄
漿
親
を
頼
む
の
は
「
長
立
候
者
」
で
あ
っ
て
、
中

以
下
の
場
合
は
、
十
七
、
八
に
な
っ
て
髪
型
を
変
え
、
初
め
て
鉄
漿

を
つ
け
た
。
そ
の
際
、
七
軒
の
家
を
回
っ
て
鉄
漿
を
貰
い
集
め
、
そ

の
こ
と
を
「
七
軒
鉄
漿
」
（
一
般
的
に
は
「
七
所
鉄
漿
」
＝
な
な
と

こ
が
ね
）
と
い
っ
た
。
そ
の
際
に
髪
を
結
い
直
し
て
く
れ
た
人
の
こ

と
も
「
鉄
漿
（
親
）
」
と
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
鉄
漿
親
之
儀
は
長
立
候
者
出
生
之
娘
十
三
歳
之
産
生
日
ニ
相
当
候
日
を

待
、
一
類
又
ハ
懇
意
盛
者
を
鉄
漿
親
ニ
相
頼
、
鉄
漿
親
よ
り
は
鉄
漿
道
具

一
巻
遣
シ
申
候
、
猶
又
同
日
鉄
漿
親
を
招
キ
饗
応
仕
、
左
候
て
鉄
漿
親
え

は
五
節
句
等
相
勤
申
、
中
よ
り
以
下
之
儀
は
拾
七
八
歳
ニ
相
成
人
別
不
同

も
御
座
候
得
共
、
太
概
髪
を
直
シ
初
鉄
漿
を
附
、
其
節
七
軒
鉄
漿
と
て
七

軒
貰
ひ
集
附
初
申
候
、
其
節
髪
結
直
シ
候
人
を
鉄
漿
と
相
唱
へ
格
別
式
ケ

間
敷
仕
不
申
候
〕
（2

0
-
8

）

【
若
者
】

「
注
進
案
」
に
は
、
社
会
の
な
か
の
若
者
の
役
割
が
明
記
さ
れ
て

い
る
例
は
少
な
い
。
力
に
あ
ふ
れ
た
、
元
気
の
よ
い
若
者
は
共
同
体

の
な
か
で
重
宝
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
そ
れ
は
当
然
の

こ
と
と
し
て
記
述
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
ず
か
な
記
述

の
な
か
か
ら
、
若
者
た
ち
の
役
割
を
垣
間
見
て
み
た
い
。

《
虫
送
り
》

虫
送
り
（
サ
バ
ア
送
り
）
の
人
形
を
こ
し
ら
え
る
主
体
を
若
者
が

担
っ
て
い
た
と
の
記
述
が
一
例
が
あ
る
。
こ
の
行
事
そ
の
も
の
も
、

若
者
た
ち
を
中
心
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

〔
六
月
下
旬
例
年
虫
除
之
祈
祷
禅
宗
玉
真
寺
へ
相
頼
、
左
候
て
方
言
ニ
サ
バ

ア
送
り
と
唱
へ
、
若
者
共
竹
木
紙
ニ
て
旗
鑓
を
調
へ
藁
細
工
ニ
て
鎧
人
形

騎
馬
之
形
を
拵
へ
、
〕
（4

-
9

）

五

『
防
長
風
土
注
進
案
』「
風
俗
」
の
項
に
み
る
人
の
一
生
と
身
体
（
金
谷 

）



《
盆
踊
り
》

盆
踊
り
に
つ
い
て
は
「
紀
要
」
第
四
一
号
で
述
べ
た
が
、
そ
の
主

役
は
や
は
り
若
者
た
ち
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
盆
前
後
村
中
之
若
輩
稲
之
実
入
を
祈
る
と
て
所
之
寺
庵
ニ
於
て
灯
籠
を
灯

し
太
鼓
を
打
チ
輪
踊
り
を
な
し
候
〕
（5

-
3

）

〔
（
七
月
）
十
日
比
よ
り
廿
日
頃
過
迄
之
間
、
村
々
盆
踊
と
号
し
若
者
共
相

集
り
踊
来
り
申
候
、
是
古
来
よ
り
精
霊
追
善
之
為
迚
踊
り
来
り
候
儀
ニ
御

座
候
〕
（7

-
1
8
(
5
)

）

《
臼
挽
き
》

米
を
収
穫
・
脱
穀
し
た
の
ち
、
籾
を
玄
米
に
す
る
籾
摺
り
の
作
業

は
単
調
な
作
業
で
あ
っ
た
。
臼
を
使
い
、
共
同
で
行
わ
れ
た
こ
の
作

業
は
、
若
者
た
ち
を
主
体
と
し
て
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
（
「
や
も

め
」
の
項
を
参
照
）

〔
混
納
畢
れ
は
若
者
五
六
人
程
充
も
歌
を
諷
ひ
終
夜
終
日
之
臼
挽
仕
候
、
右

相
済
次
第
収
納
日
々
々
御
米
蔵
へ
持
行
其
年
之
御
年
貢
を
備
へ
申
候
〕

（7
-
1
8
(
4
)

）

結
婚

「
注
進
案
」
の
「
風
俗
」
の
項
に
、
恋
愛
結
婚
や
離
婚
（
離
別
・
死
別
）

に
関
す
る
こ
と
が
ら
は
ま
っ
た
く
見
え
な
い
。
当
然
あ
り
得
た
こ
と

で
あ
ろ
う
が
、
記
述
は
も
っ
ぱ
ら
結
納
、
家
入
り
、
祝
宴
、
披
露
、

祝
儀
と
い
っ
た
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ら
も
美
祢
宰
判
青
景
村
の

記
載
に
「
婚
礼
之
式
ハ
一
村
之
内
ニ
て
も
上
中
下
大
ニ
差
別
有
之
候
」

（1
7
-
8

）
と
あ
る
よ
う
に
、
貧
富
に
よ
り
、
地
域
に
よ
っ
て
大
い
に

そ
の
風
を
異
に
し
て
い
た
。

ま
た
、
当
時
は
「
紀
要
」
第
四
一
号
で
ふ
れ
た
よ
う
に
風
儀
や
贅

沢
の
引
き
締
め
が
厳
し
か
っ
た
お
り
か
ら
、
「
注
進
案
」
の
記
載
も

そ
の
こ
と
に
配
慮
し
た
と
見
ら
れ
る
記
述
が
多
く
見
ら
れ
る
。

〔
婚
礼
之
儀
ハ
嫁
取
聟
取
共
ニ
仲
人
親
類
之
者
連
越
し
、
手
軽
キ
魚
野
菜
に

て
料
理
壱
汁
弐
菜
肴
二
三
種
も
調
盃
を
い
た
し
来
り
候
処
、
此
度
御
改
革

ニ
付
壱
汁
一
菜
肴
弐
種
ニ
申
談
仕
候
〕
（1

5
-
1
2

）

【
媒
（
な
か
だ
ち
）
・
媒
妁
・
仲
人
・
媒
介
人
】

縁
談
の
取
り
持
ち
を
す
る
も
の
は
、
媒
・
媒
妁
・
仲
人
・
媒
介
人

等
と
記
さ
れ
る
。
多
く
の
場
合
、
双
方
そ
れ
ぞ
れ
で
媒
を
頼
ん
だ
よ

う
で
あ
る
。
た
だ
、
婚
礼
を
簡
略
に
行
う
こ
と
も
下
層
の
人
々
に
は

多
く
、
そ
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
人
を
立
て
ず
に
親
類
や
「
兄
弟
分
」

た
ち
の
世
話
で
事
を
運
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

〔
婚
礼
之
儀
は
媒
頼
合
結
納
之
上
入
嫁
仕
〕
（1

-
4

）

〔
婚
礼
是
又
身
分
相
応
ニ
見
計
を
以
親
類
共
よ
り
致
世
話
、
入
家
之
節
ハ
親

類
一
両
輩
会
合
仕
盞
ヲ
致
し
一
儀
相
調
申
候
〕
（2

-
1
8

）

〔
夫
婦
縁
談
之
儀
は
親
類
之
者
共
見
合
を
以
縁
辺
取
結
、
入
家
之
節
は
兄
弟

分
之
者
連
行
、
盃
仕
ら
せ
候
〕
（1

-
3

）

仲
人
は
双
方
と
相
談
の
上
、
結
納
の
段
取
り
を
し
、
結
納
を
と
り

お
こ
な
い
、
婚
礼
の
日
に
は
新
婦
を
婚
家
に
連
れ
て
行
っ
た
。

【
薄
約
束
・
花
堅
め
】

次
の
例
の
「
薄
約
束
」
は
、
結
納
の
前
の
仮
約
束
を
意
味
す
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
縁
談
が
ま
と
ま
る
と
、
仲
人
が
酒
を
嫁

方
に
持
参
し
、
「
花
堅
め
」
を
し
た
う
え
で
、
結
納
の
日
取
り
等
の

段
取
り
を
し
て
結
納
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
薄
約
束
之
節
花
堅
め
と
し
て
仲
人
之
者
酒
を
買
、
治
定
之
上
娶
方
よ
り
樽

肴
帯
代
等
相
添
差
遣
ス
〕
（1

5
-
2
7

）

も
っ
と
も
、
こ
の
段
階
は
略
さ
れ
て
、
次
項
に
見
る
よ
う
な
結
納

と
一
体
化
す
る
形
の
方
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

【
結
納
（
結
入
）
・
約
束
・
済
酒
・
約
束
酒
・
か
た
め
の
盃
】

結
婚
の
約
束
を
申
し
入
れ
る
こ
と
が
結
納
（
結
入
）
で
あ
り
、
嫁

を
迎
え
る
側
か
ら
樽
（
酒
）
・
肴
（
肴
代
）
が
贈
ら
れ
、
帯
（
「
頼
ミ

の
帯
」
（9

-
8

）
と
い
う
い
い
方
も
あ
っ
た
）
な
い
し
帯
料
、
裃
な
い

し
裃
料
な
ど
が
や
り
と
り
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
と
き
に
贈
ら
れ
る

酒
を
「
済
酒
（
す
み
ざ
け
）
」
と
い
っ
た
。

三
田
尻
宰
判
の
各
村
で
は
、
嫁
が
せ
る
側
か
ら
も
婚
家
に
「
両
種
」

（
酒
と
肴
の
こ
と
）
が
贈
ら
れ
た
。
そ
の
場
合
、
裃
（
裃
料
）
は
婚

礼
の
日
に
婚
家
に
持
参
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
山
口
宰

判
の
各
村
で
は
、
結
納
の
帯
料
を
三
十
な
い
し
二
十
目
と
記
し
て
い

る
（1

2
-
5

ほ
か
）
。
結
納
の
品
は
媒
の
者
が
持
参
し
た
と
明
記
し
た

例
も
あ
る
（1

-
1

）
。

も
っ
と
も
、
酒
・
肴
を
贈
り
帯
・
裃
を
や
り
と
り
す
る
風
は
上
層

に
限
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
中
以
下
は
帯
・
裃
の
や
り
と
り
を
省
い

た
り
、
単
に
酒
を
酌
み
交
わ
し
た
り
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
結
納
の
と
き
に
酌
み
交
わ
す
酒
を
、「
約
束
酒
」
ま
た
は
「
か

た
め
の
盃
」
と
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
中
・
下
層
に
お
い
て
は
、
結
納

そ
の
も
の
を
し
な
い
こ
と
も
ま
ま
あ
っ
た
。

〔
済
酒
遣
し
候
節
、
両
種
に
帯
相
添
へ
遣
し
候
分
ハ
、
婚
礼
之
節
娵
方
よ
り

も
両
種
に
上
下
相
添
へ
差
越
申
候
、
中
分
ハ
両
種
計
り
取
遣
り
に
て
、
下

分
は
約
束
酒
給
合
候
〕
（9

-
7

）

〔
結
納
の
せ
つ
ハ
媒
の
者
近
親
類
と
も
酒
肴
持
参
に
て
か
た
め
の
盃
な
と
仕

候
〕
（1

4
-
1
5

）

〔
婚
礼
ハ
媒
介
人
取
扱
、
結
納
な
と
ゝ
申
程
の
こ
と
も
中
以
下
の
者
に
は
無

之
〕
（1

9
-
8

）

な
お
、
舟
木
宰
判
の
い
く
つ
か
の
村
で
は
、
結
納
の
品
々
に
茶
が

添
え
ら
れ
た
。

〔
婚
礼
之
儀
は
双
方
媒
有
之
、
結
納
と
し
て
酒
肴
等
差
遣
候
節
茶
を
添
へ
遣

し
候
〕
（1

5
-
1
8

）
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仲
人
は
双
方
と
相
談
の
上
、
結
納
の
段
取
り
を
し
、
結
納
を
と
り

お
こ
な
い
、
婚
礼
の
日
に
は
新
婦
を
婚
家
に
連
れ
て
行
っ
た
。

【
薄
約
束
・
花
堅
め
】

次
の
例
の
「
薄
約
束
」
は
、
結
納
の
前
の
仮
約
束
を
意
味
す
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
縁
談
が
ま
と
ま
る
と
、
仲
人
が
酒
を
嫁

方
に
持
参
し
、
「
花
堅
め
」
を
し
た
う
え
で
、
結
納
の
日
取
り
等
の

段
取
り
を
し
て
結
納
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
薄
約
束
之
節
花
堅
め
と
し
て
仲
人
之
者
酒
を
買
、
治
定
之
上
娶
方
よ
り
樽

肴
帯
代
等
相
添
差
遣
ス
〕
（1

5
-
2
7

）

も
っ
と
も
、
こ
の
段
階
は
略
さ
れ
て
、
次
項
に
見
る
よ
う
な
結
納

と
一
体
化
す
る
形
の
方
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

【
結
納
（
結
入
）
・
約
束
・
済
酒
・
約
束
酒
・
か
た
め
の
盃
】

結
婚
の
約
束
を
申
し
入
れ
る
こ
と
が
結
納
（
結
入
）
で
あ
り
、
嫁

を
迎
え
る
側
か
ら
樽
（
酒
）
・
肴
（
肴
代
）
が
贈
ら
れ
、
帯
（
「
頼
ミ

の
帯
」
（9

-
8

）
と
い
う
い
い
方
も
あ
っ
た
）
な
い
し
帯
料
、
裃
な
い

し
裃
料
な
ど
が
や
り
と
り
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
と
き
に
贈
ら
れ
る

酒
を
「
済
酒
（
す
み
ざ
け
）
」
と
い
っ
た
。

三
田
尻
宰
判
の
各
村
で
は
、
嫁
が
せ
る
側
か
ら
も
婚
家
に
「
両
種
」

（
酒
と
肴
の
こ
と
）
が
贈
ら
れ
た
。
そ
の
場
合
、
裃
（
裃
料
）
は
婚

礼
の
日
に
婚
家
に
持
参
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
山
口
宰

判
の
各
村
で
は
、
結
納
の
帯
料
を
三
十
な
い
し
二
十
目
と
記
し
て
い

る
（1

2
-
5

ほ
か
）
。
結
納
の
品
は
媒
の
者
が
持
参
し
た
と
明
記
し
た

例
も
あ
る
（1

-
1

）
。

も
っ
と
も
、
酒
・
肴
を
贈
り
帯
・
裃
を
や
り
と
り
す
る
風
は
上
層

に
限
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
中
以
下
は
帯
・
裃
の
や
り
と
り
を
省
い

た
り
、
単
に
酒
を
酌
み
交
わ
し
た
り
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
結
納
の
と
き
に
酌
み
交
わ
す
酒
を
、「
約
束
酒
」
ま
た
は
「
か

た
め
の
盃
」
と
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
中
・
下
層
に
お
い
て
は
、
結
納

そ
の
も
の
を
し
な
い
こ
と
も
ま
ま
あ
っ
た
。

〔
済
酒
遣
し
候
節
、
両
種
に
帯
相
添
へ
遣
し
候
分
ハ
、
婚
礼
之
節
娵
方
よ
り

も
両
種
に
上
下
相
添
へ
差
越
申
候
、
中
分
ハ
両
種
計
り
取
遣
り
に
て
、
下

分
は
約
束
酒
給
合
候
〕
（9

-
7

）

〔
結
納
の
せ
つ
ハ
媒
の
者
近
親
類
と
も
酒
肴
持
参
に
て
か
た
め
の
盃
な
と
仕

候
〕
（1

4
-
1
5

）

〔
婚
礼
ハ
媒
介
人
取
扱
、
結
納
な
と
ゝ
申
程
の
こ
と
も
中
以
下
の
者
に
は
無

之
〕
（1

9
-
8

）

な
お
、
舟
木
宰
判
の
い
く
つ
か
の
村
で
は
、
結
納
の
品
々
に
茶
が

添
え
ら
れ
た
。

〔
婚
礼
之
儀
は
双
方
媒
有
之
、
結
納
と
し
て
酒
肴
等
差
遣
候
節
茶
を
添
へ
遣

し
候
〕
（1

5
-
1
8

）
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【
入
家
】

嫁
が
婚
家
に
入
る
こ
と
を
「
入
家
」
と
い
い
、
媒
（
仲
人
）
を
頼

ん
だ
場
合
は
彼
ら
が
嫁
を
迎
え
に
行
き
、
婚
家
に
連
れ
て
行
く
。
媒

を
た
て
な
か
っ
た
場
合
、
親
戚
や
「
兄
弟
分
」
た
ち
が
連
れ
て
行
き
、

盃
事
な
ど
も
世
話
し
た
よ
う
で
あ
る
。
（
【
媒
（
な
か
だ
ち
）・
媒
妁
・

仲
人
・
媒
介
人
】
の
項
参
照
）

な
お
、
入
家
は
夜
に
な
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
、
い
く
つ
か
の
例

に
み
え
て
い
る
。

〔
婚
礼
之
儀
は
吉
日
を
撰
ひ
暮
ニ
及
ひ
嫁
入
を
な
し
、
引
受
ハ
親
類
隣
家
之

者
打
寄
り
酒
飯
を
認
め
祝
儀
相
済
申
候
〕
（5

-
6

）

【
嫁
入
・
嫁
取
と
「
聟
入
」
】

嫁
が
婚
家
に
嫁
ぐ
こ
と
は
「
嫁
入
（
娵
入
・
娶
入
）
」
、
迎
え
る

側
か
ら
は
「
嫁
取
（
娵
取
・
娶
取
）
」
だ
が
、
「
聟
入
」
と
い
う
語
に

は
注
意
を
要
す
る
。
現
在
で
は
一
般
的
に
、
①
聟
養
子
と
し
て
嫁
の

家
に
入
る
こ
と
を
「
聟
入
」
な
い
し
「
聟
取
」
と
い
う
が
、
「
聟
入
」

に
は
そ
の
ほ
か
に
、
②
結
婚
に
際
し
て
、
当
日
の
朝
な
い
し
後
日
に

聟
が
嫁
の
実
家
に
挨
拶
に
行
き
、
簡
単
な
馳
走
を
受
け
る
こ
と
を
さ

す
場
合
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

〔
他
村
又
ハ
頭
立
候
者
之
内
ニ
は
娶
入
聟
入
と
日
を
替
取
組
仕
候
者
も
御
座

候
得
共
、
多
く
ハ
其
日
ニ
済
せ
申
候
者
勝
ニ
御
座
候
事
〕
（1

-
1
0

）

〔
凡
早
四
ツ
時
頃
聟
入
ト
し
て
親
諸
共
罷
越
凡
七
ツ
時
ニ
は
帰
宿
、
其
跡
直

様
嫁
入
ト
し
て
親
々
一
同
ニ
罷
越
〕
（1

-
1
2

）

に
み
え
る
「
聟
入
」
は
②
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
古
く
一
般
的

に
行
わ
れ
て
い
た
聟
入
婚
（
招
婿
婚
）
の
形
式
的
な
残
存
で
あ
ろ
う

か
。
聟
入
婚
で
は
、
当
人
同
士
が
恋
愛
関
係
に
入
る
と
男
が
女
の
家

に
通
い
始
め
、
や
が
て
妻
方
で
簡
素
な
祝
い
が
開
か
れ
た
。

な
お
、
②
の
挨
拶
を
「
膝
直
し
」
と
称
し
た
例
が
一
例
あ
る
。
「
膝

直
し
」
は
後
述
す
る
が
、
一
般
に
は
嫁
入
り
数
日
後
に
嫁
が
実
家
に

行
く
こ
と
を
い
う
語
で
あ
る
。

〔
翌
日
ニ
至
り
前
夜
之
礼
と
し
て
舅
先
へ
聟
参
り
候
、
是
を
膝
直
し
と
い
ふ
〕

（5
-
3

）

【
舅
入
（
し
ゅ
う
と
い
り
）
・
鍋
か
り
】

「
舅
入
」
の
語
も
ま
た
、
い
く
つ
か
の
異
な
っ
た
使
わ
れ
方
が
あ

る
。
た
と
え
ば
、

〔
婚
姻
定
日
入
嫁
双
方
親
類
相
集
り
祝
燕
相
催
、
後
日
ニ
聟
入
相
調
、
其
後

舅
入
と
申
て
双
方
之
舅
姑
等
招
相
祝
盃
相
営
候
事
古
来
よ
り
之
流
例
ニ
御

座
候
〕
（1

-
1
2

）

の
場
合
は
、
婚
礼
後
の
婿
入
り
を
済
ま
せ
た
あ
と
、
双
方
の
舅
姑

を
招
い
て
お
こ
な
う
祝
い
の
こ
と
を
い
い
、

〔
婚
礼
之
義
ハ
吉
日
を
撰
ひ
多
く
舅
入
を
先
キ
ヘ
済
し
夜
ニ
入
り
嫁
入
致
し

候
〕
（5

-
3

）

の
場
合
は
、
婚
礼
当
日
、
嫁
の
入
家
に
先
だ
っ
て
、
嫁
を
迎
え
る

側
が
嫁
の
家
に
行
き
、
そ
こ
で
盃
ご
と
を
行
っ
た
こ
と
を
さ
し
て
い

る
（
こ
の
場
合
、
前
項
「
聟
入
」
の
②
と
同
様
で
あ
る
）
。
さ
ら
に
、

〔
舅
入
之
儀
ハ
婚
礼
相
整
候
後
、
夫
婦
連
ニ
て
酒
肴
米
等
迄
取
揃
へ
舅
方
へ

罷
候
、
田
舎
の
通
言
に
是
を
鍋
か
り
と
も
い
ふ
、
是
ハ
聟
の
方
よ
り
諸
色

持
参
ニ
て
舅
方
ニ
さ
し
て
仕
構
へ
ニ
お
よ
バ
す
、
只
鍋
を
貸
候
の
ミ
の
意

を
以
号
る
と
見
へ
た
り
〕
（1

7
-
8

）

に
つ
い
て
は
、
婚
礼
が
整
っ
た
後
に
夫
婦
連
れ
で
嫁
の
実
家
に
行

く
こ
と
を
「
舅
入
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
酒

肴
や
米
を
持
参
し
て
行
き
、
た
だ
鍋
の
み
を
借
り
て
飲
食
し
、
舅
方

に
迷
惑
を
か
け
ぬ
と
い
う
心
意
か
ら
、
こ
れ
を
「
鍋
か
り
」
と
称
し

た
と
い
う
。

【
婚
礼
の
盃
】

入
家
後
、
た
だ
ち
に
盃
ご
と
（
「
三
々
九
度
之
盃
」「
九
献
之
式
」「
婚

姻
之
盃
」
、
ま
た
「
親
子
盃
」
）
が
行
わ
れ
た
。
三
三
九
度
は
「
別
間

に
お
い
て
」
（
多
く
は
奥
の
間
で
）
行
わ
れ
、
引
き
続
き
祝
宴
と
な
っ

た
。

〔
其
跡
直
様
嫁
入
ト
し
て
親
々
一
同
ニ
罷
越
、
着
座
早
速
於
別
間
三
々
九
度

之
盃
相
済
〕
（1

-
1
2

）

〔
婚
礼
之
儀
は
親
類
寄
集
り
所
有
合
之
魚
野
菜
を
以
一
汁
弐
菜
位
に
し
て
九

献
之
式
相
済
し
申
候
〕
（7

-
1
0

）

〔
婚
礼
之
儀
は
為
指
規
式
も
不
仕
、
親
子
盃
等
相
済
〕
（4

-
5

）

【
婚
礼
の
宴
】

婚
礼
の
祝
宴
の
席
に
は
お
お
む
ね
両
人
及
び
両
親
、
近
族
等
が
列

し
、
そ
の
後
な
い
し
翌
日
以
降
に
近
隣
朋
友
等
か
ら
の
祝
意
を
う
け
、

酒
が
ふ
る
ま
わ
れ
た
よ
う
だ
が
、
な
か
に
は
「
引
受
」
（
嫁
聟
を
迎

え
る
家
）
の
妨
げ
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
組
中
や
因
み
の
者
た
ち

が
祝
儀
を
述
べ
に
行
く
の
は
婚
礼
か
ら
三
日
目
と
決
め
て
い
た
と
こ

ろ
も
あ
っ
た
。

一
方
で
、
は
じ
め
か
ら
親
族
と
と
も
に
五
人
組
の
組
内
等
の
近
隣

も
参
加
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
例
も
散
見
す
る
。

〔
入
家
之
節
ハ
料
理
ハ
一
汁
一
二
菜
肴
弐
三
種
ニ
て
親
子
夫
婦
之
盃
等
仕
、

尚
親
類
之
者
引
受
仕
候
、
翌
晩
よ
り
ハ
近
所
近
隣
之
朋
友
知
音
地
下
組
合

よ
り
ハ
是
を
祝
し
酒
又
ハ
百
疋
抔
持
参
す
〕
（1

5
-
1
9

）

〔
盃
事
相
済
せ
酒
飯
差
出
申
候
、
組
中
因
之
者
共
追
々
歓
ニ
参
り
候
節
酒

差
出
、
引
受
妨
ニ
付
已
前
よ
り
之
行
形
ニ
て
三
日
目
参
り
来
り
候
事
〕

（1
0
-
2
8

）

〔
入
家
の
日
近
き
親
類
の
者
組
合
知
音
等
相
招
き
、
聊
酒
飯
な
と
給
候
〕

（1
9
-
2

）

祝
い
の
料
理
に
つ
い
て
は
、
当
局
か
ら
の
締
め
付
け
も
あ
り
、
お

お
む
ね
質
素
に
一
汁
一
、
二
菜
に
肴
二
、
三
種
程
度
で
行
わ
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
な
お
、
肴
に
つ
い
て
は
、「
取
肴
」
と
の
記
述
も
多
い
。
「
挟

八

『
防
長
風
土
注
進
案
』「
風
俗
」
の
項
に
み
る
人
の
一
生
と
身
体
（
金
谷 

）



の
場
合
は
、
婚
礼
当
日
、
嫁
の
入
家
に
先
だ
っ
て
、
嫁
を
迎
え
る

側
が
嫁
の
家
に
行
き
、
そ
こ
で
盃
ご
と
を
行
っ
た
こ
と
を
さ
し
て
い

る
（
こ
の
場
合
、
前
項
「
聟
入
」
の
②
と
同
様
で
あ
る
）
。
さ
ら
に
、

〔
舅
入
之
儀
ハ
婚
礼
相
整
候
後
、
夫
婦
連
ニ
て
酒
肴
米
等
迄
取
揃
へ
舅
方
へ

罷
候
、
田
舎
の
通
言
に
是
を
鍋
か
り
と
も
い
ふ
、
是
ハ
聟
の
方
よ
り
諸
色

持
参
ニ
て
舅
方
ニ
さ
し
て
仕
構
へ
ニ
お
よ
バ
す
、
只
鍋
を
貸
候
の
ミ
の
意

を
以
号
る
と
見
へ
た
り
〕
（1

7
-
8

）

に
つ
い
て
は
、
婚
礼
が
整
っ
た
後
に
夫
婦
連
れ
で
嫁
の
実
家
に
行

く
こ
と
を
「
舅
入
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
酒

肴
や
米
を
持
参
し
て
行
き
、
た
だ
鍋
の
み
を
借
り
て
飲
食
し
、
舅
方

に
迷
惑
を
か
け
ぬ
と
い
う
心
意
か
ら
、
こ
れ
を
「
鍋
か
り
」
と
称
し

た
と
い
う
。

【
婚
礼
の
盃
】

入
家
後
、
た
だ
ち
に
盃
ご
と
（
「
三
々
九
度
之
盃
」「
九
献
之
式
」「
婚

姻
之
盃
」
、
ま
た
「
親
子
盃
」
）
が
行
わ
れ
た
。
三
三
九
度
は
「
別
間

に
お
い
て
」
（
多
く
は
奥
の
間
で
）
行
わ
れ
、
引
き
続
き
祝
宴
と
な
っ

た
。

〔
其
跡
直
様
嫁
入
ト
し
て
親
々
一
同
ニ
罷
越
、
着
座
早
速
於
別
間
三
々
九
度

之
盃
相
済
〕
（1

-
1
2

）

〔
婚
礼
之
儀
は
親
類
寄
集
り
所
有
合
之
魚
野
菜
を
以
一
汁
弐
菜
位
に
し
て
九

献
之
式
相
済
し
申
候
〕
（7

-
1
0

）

〔
婚
礼
之
儀
は
為
指
規
式
も
不
仕
、
親
子
盃
等
相
済
〕
（4

-
5

）

【
婚
礼
の
宴
】

婚
礼
の
祝
宴
の
席
に
は
お
お
む
ね
両
人
及
び
両
親
、
近
族
等
が
列

し
、
そ
の
後
な
い
し
翌
日
以
降
に
近
隣
朋
友
等
か
ら
の
祝
意
を
う
け
、

酒
が
ふ
る
ま
わ
れ
た
よ
う
だ
が
、
な
か
に
は
「
引
受
」
（
嫁
聟
を
迎

え
る
家
）
の
妨
げ
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
組
中
や
因
み
の
者
た
ち

が
祝
儀
を
述
べ
に
行
く
の
は
婚
礼
か
ら
三
日
目
と
決
め
て
い
た
と
こ

ろ
も
あ
っ
た
。

一
方
で
、
は
じ
め
か
ら
親
族
と
と
も
に
五
人
組
の
組
内
等
の
近
隣

も
参
加
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
例
も
散
見
す
る
。

〔
入
家
之
節
ハ
料
理
ハ
一
汁
一
二
菜
肴
弐
三
種
ニ
て
親
子
夫
婦
之
盃
等
仕
、

尚
親
類
之
者
引
受
仕
候
、
翌
晩
よ
り
ハ
近
所
近
隣
之
朋
友
知
音
地
下
組
合

よ
り
ハ
是
を
祝
し
酒
又
ハ
百
疋
抔
持
参
す
〕
（1

5
-
1
9

）

〔
盃
事
相
済
せ
酒
飯
差
出
申
候
、
組
中
因
之
者
共
追
々
歓
ニ
参
り
候
節
酒

差
出
、
引
受
妨
ニ
付
已
前
よ
り
之
行
形
ニ
て
三
日
目
参
り
来
り
候
事
〕

（1
0
-
2
8

）

〔
入
家
の
日
近
き
親
類
の
者
組
合
知
音
等
相
招
き
、
聊
酒
飯
な
と
給
候
〕

（1
9
-
2

）

祝
い
の
料
理
に
つ
い
て
は
、
当
局
か
ら
の
締
め
付
け
も
あ
り
、
お

お
む
ね
質
素
に
一
汁
一
、
二
菜
に
肴
二
、
三
種
程
度
で
行
わ
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
な
お
、
肴
に
つ
い
て
は
、「
取
肴
」
と
の
記
述
も
多
い
。
「
挟

九

『
防
長
風
土
注
進
案
』「
風
俗
」
の
項
に
み
る
人
の
一
生
と
身
体
（
金
谷 

）



ミ
肴
（3

-
1
1

）
」
や
「
取
野
菜
（8

-
1
0

）
」
の
語
も
み
え
る
こ
と
か
ら
、

大
皿
等
に
盛
っ
て
出
し
、
各
自
が
盛
り
分
け
て
取
る
酒
の
肴
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
ふ
る
ま
い
の
酒
を
造
り
置
く
場
合
も
あ
っ
た
。

〔
入
家
の
せ
つ
ハ
料
理
一
汁
二
菜
肴
二
種
な
と
親
子
夫
婦
の
盞
等
仕
、
尚
親

類
の
も
の
引
請
仕
候
〕
（1

4
-
1
5

）

〔
婚
礼
之
義
も
手
軽
く
其
式
を
相
調
へ
、
中
已
上
の
者
は
青
銅
百
疋
亦
は
弐

百
疋
な
と
歓
ひ
と
し
て
持
参
も
い
た
し
候
、
左
候
時
は
濁
酒
に
て
も
造
り

置
有
合
の
取
肴
に
て
酒
差
出
候
も
の
も
有
之
〕
（2

1
-
3

）

【
親
類
や
近
隣
か
ら
の
祝
儀
（
二
本
入
扇
子
・
酒
・
肴
・
百
疋
）
】

婚
礼
に
対
し
、
親
類
や
五
人
組
、
朋
友
等
の
縁
者
か
ら
は
酒
（
樽

代
）
・
肴
（
肴
代
）
や
百
疋
（
「
紀
要
」
第
三
九
号
参
照
）
等
が
贈
ら

れ
た
が
、
前
・
奥
山
代
宰
判
や
上
関
宰
判
の
村
々
で
は
、
縁
起
を
か

つ
い
で
一
対
と
し
た
「
二
本
入
扇
子
」
も
贈
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
。
祝
儀
を
述
べ
に
来
る
人
々
の
こ
と
は
、
祝
儀
を
受
け
る
側
で
は
、

こ
れ
に
対
し
て
酒
肴
を
ふ
る
ま
っ
た
。
逆
に
、
嫁
か
ら
の
土
産
と
し

て
二
本
入
り
扇
子
等
が
配
ら
れ
た
例
も
一
例
あ
る
（4

-
5

）
。

ま
た
、
縁
者
か
ら
贈
ら
れ
る
「
肴
」
に
つ
い
て
、
都
濃
宰
判
等
で

は
「
柴
（
芝
）
肴
」
と
記
し
て
い
る
。
「
小
肴
」
の
用
例
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
「
小
魚
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

〔
近
族
隣
家
よ
り
は
百
疋
或
は
弐
本
入
扇
子
又
は
一
対
の
肴
代
等
に
て
新
婦

を
寿
き
〕
（3

-
1

）

〔
親
類
地
下
中
祝
儀
之
儀
ハ
百
疋
二
或
は
酒
壱
升
柴
肴
等
持
参
仕
、
有
合
之

取
肴
一
二
種
差
出
盃
等
仕
候
事
〕
（8

-
4

）

【
悦
・
歓
（
よ
ろ
こ
び
）
】

祝
儀
を
述
べ
に
来
る
人
々
は
「
歓
客
・
悦
客
（
よ
ろ
こ
び
き
ゃ

く
）
」
、
祝
い
の
酒
は
「
悦
酒
（
よ
ろ
こ
び
ざ
け
）
」
な
ど
と
い
っ
た
。

次
の
二
例
目
の
「
熨
斗
」
は
、
他
の
用
例
か
ら
、
単
に
「
祝
儀
」
と

い
っ
た
意
味
あ
い
で
あ
ろ
う
。

〔
中
已
下
に
至
り
候
て
は
其
式
も
手
軽
く
悦
客
へ
も
強
に
酒
差
出
し
候
も
の

も
無
御
座
候
事
〕
（2

1
-
1
5

）

〔
追
々
客
来
之
節
は
肴
二
三
種
ニ
て
悦
酒
差
出
候
得
共
小
躬
之
者
ハ
熨
斗
は

か
り
ニ
て
酒
事
も
不
得
仕
候
事
〕
（9

-
2
0

）

【
樽
入
（
た
る
い
れ
）
】

親
族
に
よ
る
婚
礼
の
席
の
の
ち
、
近
隣
や
朋
友
が
酒
・
肴
等
を
持

ち
寄
り
、
一
堂
に
会
し
て
祝
う
席
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
を
「
樽
入
」

と
よ
ぶ
場
合
が
あ
る
。

〔
組
合
朋
友
間
歓
引
受
は
兼
て
申
合
一
席
と
相
定
申
候
、
是
を
樽
入
レ
と
号

し
百
疋
代
又
ハ
寸
志
之
酒
肴
料
等
持
参
仕
、
吸
物
ニ
て
盃
合
仕
、
酒
三
献

を
定
法
ニ
仕
候
〕
（7

-
1
8
(
3
)

）

〔
翌
晩
ハ
近
所
の
若
き
も
の
共
樽
入
と
称
し
酒
ま
た
ハ
百
疋
な
と
持
参
に
て

こ
れ
を
祝
し
、
引
う
け
方
に
ハ
手
か
る
き
と
り
さ
か
な
に
て
酒
を
勧
め
申

候
〕
（1

4
-
1
5

）

【
膝
直
し
（
ひ
ざ
な
お
し
）
・
里
帰
り
】

嫁
は
婚
礼
か
ら
三
日
目
、
五
日
目
な
い
し
七
日
目
等
に
実
家
に

里
帰
り
し
た
が
、
そ
の
こ
と
を
「
膝
直
し
」
「
里
帰
り
」
と
い
っ
た
。

そ
の
際
、
婚
家
か
ら
餅
な
い
し
餅
米
を
持
参
し
た
よ
う
で
、
実
家
か

ら
も
餅
を
つ
い
て
返
し
た
。
婚
家
か
ら
実
家
へ
持
参
す
る
餅
を
「
め

つ
ば
り
餅
」
と
よ
ぶ
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

な
お
、
次
例
の
よ
う
に
、
膝
直
し
が
行
わ
れ
る
三
日
目
、
五
日
目

等
に
つ
い
て
、
「
三
ツ
目
」
「
五
ツ
目
」
と
い
っ
た
い
い
か
た
が
さ
れ

る
例
が
あ
る
。
子
供
が
生
ま
れ
て
三
日
目
の
名
付
け
行
事
を
「
三
ツ

目
」と
よ
ぶ
例
に
つ
い
て
は
先
に
み
た
。
こ
の
よ
う
な
い
い
か
た
は
、

「
注
進
案
」
に
お
い
て
は
名
付
け
、
婚
礼
以
外
に
は
み
え
な
い
。

〔
三
ツ
目
五
ツ
目
嫁
を
親
里
へ
連
行
候
節
、
め
つ
ば
り
餅
と
号
し
て
持
参
仕

候
、
又
親
里
よ
り
も
土
産
と
し
て
餅
を
取
帰
り
候
〕
（6

-
1
3

）

〔
五
日
振
七
日
目
当
り
ニ
は
里
帰
り
又
ハ
膝
直
し
抔
と
申
候
て
親
里
え
罷

越
、
有
附
候
様
御
座
候
へ
ハ
親
里
よ
り
ハ
餅
抔
を
搗
取
帰
り
申
候
土
風
ニ

御
座
候
〕
（1

6
-
4

）

【
嫁
披
露
】

婚
礼
後
、
入
家
し
た
嫁
を
連
れ
て
近
族
や
近
隣
、
師
家
、
親
方
等

に
挨
拶
に
行
く
こ
と
を
い
う
。
百
疋
（
金
銭
。「
紀
要
第
三
九
号
参
照
」
）

や
餅
を
持
参
し
た
。

〔
後
日
ニ
至
り
候
て
は
披
露
と
し
て
近
隣
を
連
歩
行
〕
（6

-
1
5

）

〔
嫁
披
露
父
母
兄
弟
家
師
家
親
方
等
え
百
疋
持
参
〕
（3

-
1
3

）

【
家
見
せ
】

逆
に
、
婚
礼
後
、
親
類
側
が
「
家
見
せ
」
と
称
し
て
嫁
を
招
く
こ

と
も
あ
っ
た
。

〔
親
類
ハ
家
見
せ
と
て
新
婦
を
招
き
盃
等
相
済
候
上
白
紙
弐
状
を
遣
し
候
事

当
境
の
傚
ひ
ニ
御
座
候
〕
（5

-
2

）

〔
親
類
之
者
ハ
家
見
せ
と
て
新
婦
を
招
き
弐
本
入
扇
子
百
疋
等
ニ
て
祝
し
寿

く
事
当
村
之
風
俗
ニ
て
御
座
候
事
〕
（6

-
1
5

）

【
婚
礼
の
簡
略
化
】

双
方
の
経
済
的
な
負
担
や
世
間
体
な
ど
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で

婚
礼
の
簡
略
化
が
な
さ
れ
た
。
極
端
な
場
合
は
入
家
の
み
で
済
ま
す

場
合
も
あ
っ
た
が
、
そ
う
は
な
ら
な
い
場
合
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
工

夫
が
あ
っ
た
。

〔
身
上
に
応
し
小
百
姓
は
家
内
計
に
て
も
済
せ
申
候
〕
（1

9
-
1
7

）

〔
極
難
者
ハ
養
子
嫁
を
取
候
て
も
親
類
五
人
組
を
招
キ
候
手
段
も
不
相
調

故
、
入
家
而
已
仕
候
位
之
者
も
多
く
御
座
候
〕
（2

0
-
5

）

《
雇
人
の
体
で
入
家
》

嫁
聟
を
迎
え
て
も
、
あ
た
か
も
「
雇
い
人
」
を
入
れ
た
か
の
よ
う

な
ふ
る
ま
い
で
婚
礼
を
簡
略
化
し
た
。
春
は
「
麦
こ
き
雇
ひ
」
、
秋

一
〇

『
防
長
風
土
注
進
案
』「
風
俗
」
の
項
に
み
る
人
の
一
生
と
身
体
（
金
谷 

）



【
膝
直
し
（
ひ
ざ
な
お
し
）
・
里
帰
り
】

嫁
は
婚
礼
か
ら
三
日
目
、
五
日
目
な
い
し
七
日
目
等
に
実
家
に

里
帰
り
し
た
が
、
そ
の
こ
と
を
「
膝
直
し
」
「
里
帰
り
」
と
い
っ
た
。

そ
の
際
、
婚
家
か
ら
餅
な
い
し
餅
米
を
持
参
し
た
よ
う
で
、
実
家
か

ら
も
餅
を
つ
い
て
返
し
た
。
婚
家
か
ら
実
家
へ
持
参
す
る
餅
を
「
め

つ
ば
り
餅
」
と
よ
ぶ
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

な
お
、
次
例
の
よ
う
に
、
膝
直
し
が
行
わ
れ
る
三
日
目
、
五
日
目

等
に
つ
い
て
、
「
三
ツ
目
」
「
五
ツ
目
」
と
い
っ
た
い
い
か
た
が
さ
れ

る
例
が
あ
る
。
子
供
が
生
ま
れ
て
三
日
目
の
名
付
け
行
事
を
「
三
ツ

目
」と
よ
ぶ
例
に
つ
い
て
は
先
に
み
た
。
こ
の
よ
う
な
い
い
か
た
は
、

「
注
進
案
」
に
お
い
て
は
名
付
け
、
婚
礼
以
外
に
は
み
え
な
い
。

〔
三
ツ
目
五
ツ
目
嫁
を
親
里
へ
連
行
候
節
、
め
つ
ば
り
餅
と
号
し
て
持
参
仕

候
、
又
親
里
よ
り
も
土
産
と
し
て
餅
を
取
帰
り
候
〕
（6

-
1
3

）

〔
五
日
振
七
日
目
当
り
ニ
は
里
帰
り
又
ハ
膝
直
し
抔
と
申
候
て
親
里
え
罷

越
、
有
附
候
様
御
座
候
へ
ハ
親
里
よ
り
ハ
餅
抔
を
搗
取
帰
り
申
候
土
風
ニ

御
座
候
〕
（1

6
-
4

）

【
嫁
披
露
】

婚
礼
後
、
入
家
し
た
嫁
を
連
れ
て
近
族
や
近
隣
、
師
家
、
親
方
等

に
挨
拶
に
行
く
こ
と
を
い
う
。
百
疋
（
金
銭
。「
紀
要
第
三
九
号
参
照
」
）

や
餅
を
持
参
し
た
。

〔
後
日
ニ
至
り
候
て
は
披
露
と
し
て
近
隣
を
連
歩
行
〕
（6

-
1
5

）

〔
嫁
披
露
父
母
兄
弟
家
師
家
親
方
等
え
百
疋
持
参
〕
（3

-
1
3

）

【
家
見
せ
】

逆
に
、
婚
礼
後
、
親
類
側
が
「
家
見
せ
」
と
称
し
て
嫁
を
招
く
こ

と
も
あ
っ
た
。

〔
親
類
ハ
家
見
せ
と
て
新
婦
を
招
き
盃
等
相
済
候
上
白
紙
弐
状
を
遣
し
候
事

当
境
の
傚
ひ
ニ
御
座
候
〕
（5

-
2

）

〔
親
類
之
者
ハ
家
見
せ
と
て
新
婦
を
招
き
弐
本
入
扇
子
百
疋
等
ニ
て
祝
し
寿

く
事
当
村
之
風
俗
ニ
て
御
座
候
事
〕
（6

-
1
5

）

【
婚
礼
の
簡
略
化
】

双
方
の
経
済
的
な
負
担
や
世
間
体
な
ど
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で

婚
礼
の
簡
略
化
が
な
さ
れ
た
。
極
端
な
場
合
は
入
家
の
み
で
済
ま
す

場
合
も
あ
っ
た
が
、
そ
う
は
な
ら
な
い
場
合
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
工

夫
が
あ
っ
た
。

〔
身
上
に
応
し
小
百
姓
は
家
内
計
に
て
も
済
せ
申
候
〕
（1

9
-
1
7

）

〔
極
難
者
ハ
養
子
嫁
を
取
候
て
も
親
類
五
人
組
を
招
キ
候
手
段
も
不
相
調

故
、
入
家
而
已
仕
候
位
之
者
も
多
く
御
座
候
〕
（2

0
-
5

）

《
雇
人
の
体
で
入
家
》

嫁
聟
を
迎
え
て
も
、
あ
た
か
も
「
雇
い
人
」
を
入
れ
た
か
の
よ
う

な
ふ
る
ま
い
で
婚
礼
を
簡
略
化
し
た
。
春
は
「
麦
こ
き
雇
ひ
」
、
秋

一
一

『
防
長
風
土
注
進
案
』「
風
俗
」
の
項
に
み
る
人
の
一
生
と
身
体
（
金
谷 

）



は
「
稲
こ
き
雇
ひ
」
な
ど
と
称
し
、
何
か
の
つ
い
で
を
と
ら
え
て
近

隣
に
披
露
し
た
例
が
あ
る
。

〔
当
日
ハ
隣
り
ニ
も
知
り
不
申
位
、
雇
人
体
の
取
組
間
々
御
座
候
事
〕（1

6
-
9

）

〔
小
身
の
者
嫁
取
ハ
春
ハ
麦
こ
き
秋
ハ
稲
こ
き
雇
ひ
な
と
ゝ
申
、
誠
に
近
隣

の
も
の
へ
何
そ
の
序
に
盃
出
し
候
位
の
事
ニ
御
座
候
〕
（1

4
-
2

）

《
一
種
盗
》

「
注
進
案
」
提
出
の
こ
ろ
流
行
し
始
め
た
こ
と
と
し
て
、「
一
種
盗

（
む
）
」
と
い
う
風
が
あ
っ
た
。
双
方
の
礼
式
を
簡
便
に
す
る
た
め
、

仲
人
だ
け
が
、
夜
に
な
っ
て
か
ら
（1

6
-
1
0

）
、
人
知
れ
ず
嫁
を
連
れ

て
く
る
こ
と
を
い
う
よ
う
で
あ
る
。
「
一
種
」
は
「
ひ
と
た
ね
」
で

あ
ろ
う
か
。

〔
近
年
は
一
種
盗
む
と
い
へ
る
事
流
行
て
、
娶
る
方
に
は
結
納
よ
り
其
外
の

事
に
至
る
ま
て
軽
く
、
遣
す
方
に
は
嫁
ら
す
所
の
礼
式
を
薄
く
せ
ん
か
為

に
、
知
ら
ざ
る
振
に
て
独
媒
人
の
み
し
て
連
来
る
事
、
至
て
勘
弁
（
簡
便
）

な
る
仕
様
に
て
、
此
風
儀
間
々
流
行
仕
候
事
〕
（1

6
-
1

）

《「
娘
」
や
「
内
客
」
と
し
て
入
家
》

吉
田
宰
判
の
い
く
つ
か
の
村
に
は
、
嫁
で
な
く
「
娘
」
や
「
内

客
」
と
し
て
入
家
し
、
お
ち
つ
き
が
よ
け
れ
ば
手
軽
く
祝
儀
を
行
う

と
い
っ
た
風
が
あ
っ
た
記
載
が
み
え
る
。
次
の
二
例
目
で
は
、
こ
れ

を
「
勝
手
に
相
あ
た
り
」
と
評
し
て
い
る
。
都
合
が
よ
く
、
合
理
的

な
と
い
っ
た
意
で
あ
ろ
う
か
。

〔
近
来
ハ
本
式
に
は
不
仕
、
兎
角
は
娘
に
て
貰
ひ
有
附
の
色
を
見
手
軽
祝
儀

相
調
、
又
ハ
媒
独
に
て
連
来
り
、
娶
方
に
は
内
客
有
之
抔
と
近
隣
え
は
披

露
仕
り
、
有
附
之
色
を
見
近
所
振
舞
仕
候
様
成
儀
流
行
ニ
御
座
候
、
双
方

費
を
厭
ひ
て
の
仕
方
に
て
御
座
候
〕
（1

6
-
4

）

〔
近
年
ハ
娘
に
し
て
つ
か
わ
し
、
有
付
候
上
婚
礼
相
整
候
事
間
々
流
行
仕
候
、

是
ハ
第
一
勝
手
に
相
あ
た
り
、
次
ニ
ハ
世
上
を
憚
り
候
仕
方
と
相
見
申
候

事
〕
（1

6
-
1
3

）

《
祭
り
の
つ
い
で
に
婚
礼
》

婚
礼
の
礼
式
や
経
費
を
軽
く
す
る
た
め
、
祝
儀
や
披
露
を
村
の
祭

事
等
の
つ
い
で
に
行
う
と
い
っ
た
こ
と
も
行
わ
れ
た
。

〔
婚
姻
之
儀
は
村
中
大
概
祭
り
日
待
等
之
序
ニ
有
合
之
一
汁
一
菜
等
ニ
て
杯

事
も
相
調
来
申
候
〕
（7

-
3

）

〔
婚
義
を
軽
く
整
ん
が
為
に
祭
り
参
り
に
託
、
娶
嫁
仕
儀
も
間
々
御
座
候
〕

（1
6
-
1
0

）

【
新
婚
夫
婦
へ
の
祝
福
】

《
い
の
こ
》

新
嫁
の
お
ち
つ
き
の
よ
さ
や
多
産
を
祈
っ
て
、
十
月
の
い
の
こ
の

際
に
新
婚
の
家
を
搗
き
回
る
風
が
あ
っ
た
。

〔
小
供
多
人
数
集
り
石
を
か
ら
け
市
中
を
搗
分
ケ
聟
取
嫁
取
候
家
の
前
を
つ

き
是
も
永
々
有
付
礎
の
意
を
表
し
候
〕
（1

5
-
7

）

〔
石
ニ
て
餅
の
形
地
を
作
り
、
是
ニ
縄
を
付
ケ
亥
の
子
餅
祝
ん
と
て
門
ト
毎

に
行
て
搗
ク
、
又
新
嫁
の
家
に
行
て
ハ
子
を
産
む
事
多
か
れ
と
て
搗
事
数

多
し
、
是
全
く
豕
ハ
年
に
子
を
十
二
産
と
い
ふ
事
を
起
り
に
て
、
古
よ
り

亥
の
子
祭
り
を
右
の
通
ニ
仕
来
候
由
申
伝
へ
候
事
〕
（1

6
-
9

）

《
祝
水
》

先
大
津
宰
判
日
置
上
村
で
は
、
正
月
礼
の
時
、
新
婿
に
祝
い
と
し

て
水
を
掛
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
年
礼
の
節
新
婿
の
者
へ
祝
水
仕
り
候
儀
間
々
有
之
候
〕
（1

8
-
1

）

【
や
も
め
】

一
箇
所
だ
け
、
「
や
も
め
」
と
よ
ば
れ
る
農
具
に
つ
い
て
の
記
載

が
あ
る
（8

-
7

、
「
紀
要
」
第
四
二
号
参
照
）
。
「
注
進
案
」
提
出
の
こ

ろ
、
都
濃
宰
判
長
穂
村
で
は
調
製
（
選
別
）
作
業
の
た
め
に
「
や
も
め
」

と
よ
ば
れ
る
篩
（
ふ
る
い
）
が
普
及
し
て
作
業
が
効
率
化
さ
れ
た
と

い
う
。
選
別
は
以
前
か
ら
女
に
よ
る
作
業
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の

作
業
を
寡
婦
た
ち
が
担
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
や
も
め
」
の
普

及
に
よ
り
手
間
が
省
略
さ
れ
た
が
、こ
れ
を
「
孀
（
や
も
め
）
殺
し
」

と
よ
ぶ
の
は
心
得
違
い
だ
と
評
し
て
い
る
。
な
お
、
「
や
も
め
」
と

い
う
語
は
当
時
、
寡
婦
だ
け
で
な
く
独
身
を
通
し
た
女
性
に
つ
い
て

も
使
わ
れ
て
い
た
。

病
人
生
の
中
に
は
、
避
け
て
通
れ
な
い
「
病
」
へ
の
怖
れ
も
身
近
な

も
の
と
し
て
存
在
し
た
が
、
「
風
俗
」
の
項
に
具
体
的
な
病
気
に
関

す
る
記
述
は
わ
ず
か
で
あ
る
。

【
伝
染
病
（
疫
病
・
疫
癘
（
え
き
れ
い
）
・
時
疫
・
流
行
病
）
】

伝
染
病
に
関
す
る
記
述
は
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
の
行
事
等
の
記

述
の
中
に
散
見
す
る
。

〔
人
日
（
一
月
七
日
）
ニ
ハ
休
足
ハ
不
仕
候
得
共
長
立
候
者
は
七
種
粥
を
焚

神
仏
え
備
へ
疫
病
を
除
候
迚
家
内
も
認
〕
（7

-
1
3

）

〔
時
疫
流
行
の
節
も
親
類
ハ
申
に
及
ハ
す
近
所
隣
互
に
嫌
な
く
介
抱
仕
成
丈

ケ
念
を
入
申
候
事
〕
（1

4
-
1
4

）

〔
年
ニ
寄
流
行
病
等
有
之
節
ハ
地
下
中
申
合
於
寺
院
施
餓
鬼
百
万
遍
念
仏
等

執
行
仕
候
事
〕
（8

-
1

）

伝
染
病
で
死
者
が
出
た
場
合
に
は
、
火
葬
で
な
く
土
葬
に
し
て
い

た
と
こ
ろ
が
多
い
（
後
述
）
。
現
代
的
な
防
疫
感
覚
と
は
む
し
ろ
逆

だ
が
、
死
者
を
火
葬
に
し
た
と
き
の
「
煙
」
な
い
し
「
臭
気
」
が
伝

染
病
を
広
げ
る
と
の
観
念
で
あ
ろ
う
か
。

〔
流
行
病
死
等
之
部
は
於
当
処
は
地
下
一
統
火
葬
ニ
は
不
仕
〕
（1

-
1
2

）

〔
葬
式
之
儀
は
親
類
并
町
中
集
り
旦
那
寺
招
請
野
辺
送
り
大
概
火
葬
、
流
行

之
病
ニ
は
埋
葬
仕
候
〕
（7

-
1
2

）

【
痢
病
】

痢
病
は
、
激
し
い
下
痢
を
伴
う
病
気
。
赤
痢
・
疫
痢
の
類
を
い
う
。

当
時
の
日
本
は
す
で
に
、
最
初
の
コ
レ
ラ
の
大
流
行
（
文
政
五
年
＝

一
二

『
防
長
風
土
注
進
案
』「
風
俗
」
の
項
に
み
る
人
の
一
生
と
身
体
（
金
谷 

）



多
し
、
是
全
く
豕
ハ
年
に
子
を
十
二
産
と
い
ふ
事
を
起
り
に
て
、
古
よ
り

亥
の
子
祭
り
を
右
の
通
ニ
仕
来
候
由
申
伝
へ
候
事
〕
（1

6
-
9

）

《
祝
水
》

先
大
津
宰
判
日
置
上
村
で
は
、
正
月
礼
の
時
、
新
婿
に
祝
い
と
し

て
水
を
掛
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
年
礼
の
節
新
婿
の
者
へ
祝
水
仕
り
候
儀
間
々
有
之
候
〕
（1

8
-
1

）

【
や
も
め
】

一
箇
所
だ
け
、
「
や
も
め
」
と
よ
ば
れ
る
農
具
に
つ
い
て
の
記
載

が
あ
る
（8

-
7

、
「
紀
要
」
第
四
二
号
参
照
）
。
「
注
進
案
」
提
出
の
こ

ろ
、
都
濃
宰
判
長
穂
村
で
は
調
製
（
選
別
）
作
業
の
た
め
に
「
や
も
め
」

と
よ
ば
れ
る
篩
（
ふ
る
い
）
が
普
及
し
て
作
業
が
効
率
化
さ
れ
た
と

い
う
。
選
別
は
以
前
か
ら
女
に
よ
る
作
業
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の

作
業
を
寡
婦
た
ち
が
担
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
や
も
め
」
の
普

及
に
よ
り
手
間
が
省
略
さ
れ
た
が
、こ
れ
を
「
孀
（
や
も
め
）
殺
し
」

と
よ
ぶ
の
は
心
得
違
い
だ
と
評
し
て
い
る
。
な
お
、
「
や
も
め
」
と

い
う
語
は
当
時
、
寡
婦
だ
け
で
な
く
独
身
を
通
し
た
女
性
に
つ
い
て

も
使
わ
れ
て
い
た
。

病
人
生
の
中
に
は
、
避
け
て
通
れ
な
い
「
病
」
へ
の
怖
れ
も
身
近
な

も
の
と
し
て
存
在
し
た
が
、
「
風
俗
」
の
項
に
具
体
的
な
病
気
に
関

す
る
記
述
は
わ
ず
か
で
あ
る
。

【
伝
染
病
（
疫
病
・
疫
癘
（
え
き
れ
い
）
・
時
疫
・
流
行
病
）
】

伝
染
病
に
関
す
る
記
述
は
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
の
行
事
等
の
記

述
の
中
に
散
見
す
る
。

〔
人
日
（
一
月
七
日
）
ニ
ハ
休
足
ハ
不
仕
候
得
共
長
立
候
者
は
七
種
粥
を
焚

神
仏
え
備
へ
疫
病
を
除
候
迚
家
内
も
認
〕
（7

-
1
3

）

〔
時
疫
流
行
の
節
も
親
類
ハ
申
に
及
ハ
す
近
所
隣
互
に
嫌
な
く
介
抱
仕
成
丈

ケ
念
を
入
申
候
事
〕
（1

4
-
1
4

）

〔
年
ニ
寄
流
行
病
等
有
之
節
ハ
地
下
中
申
合
於
寺
院
施
餓
鬼
百
万
遍
念
仏
等

執
行
仕
候
事
〕
（8

-
1

）

伝
染
病
で
死
者
が
出
た
場
合
に
は
、
火
葬
で
な
く
土
葬
に
し
て
い

た
と
こ
ろ
が
多
い
（
後
述
）
。
現
代
的
な
防
疫
感
覚
と
は
む
し
ろ
逆

だ
が
、
死
者
を
火
葬
に
し
た
と
き
の
「
煙
」
な
い
し
「
臭
気
」
が
伝

染
病
を
広
げ
る
と
の
観
念
で
あ
ろ
う
か
。

〔
流
行
病
死
等
之
部
は
於
当
処
は
地
下
一
統
火
葬
ニ
は
不
仕
〕
（1

-
1
2

）

〔
葬
式
之
儀
は
親
類
并
町
中
集
り
旦
那
寺
招
請
野
辺
送
り
大
概
火
葬
、
流
行

之
病
ニ
は
埋
葬
仕
候
〕
（7

-
1
2

）

【
痢
病
】

痢
病
は
、
激
し
い
下
痢
を
伴
う
病
気
。
赤
痢
・
疫
痢
の
類
を
い
う
。

当
時
の
日
本
は
す
で
に
、
最
初
の
コ
レ
ラ
の
大
流
行
（
文
政
五
年
＝
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一
八
二
二
年
）
を
経
験
し
て
い
る
が
、
「
注
進
案
」
に
コ
レ
ラ
の
記

述
は
な
い
。

〔
先
年
当
所
に
牛
の
類
病
流
行
し
て
数
拾
疋
斃
申
候
故
、
其
骨
を
集
め
て
土

中
に
埋
め
一
基
の
塚
を
築
き
供
養
を
仕
り
百
万
遍
執
行
仕
候
所
、
病
の
流

行
鎮
り
候
、
其
後
牛
馬
に
限
ら
す
人
家
に
も
疫
癘
又
は
痢
病
な
と
流
行
す

る
事
無
御
座
候
、
此
故
に
年
々
右
の
念
仏
執
行
仕
候
〕
（2

1
-
2

）

【
疱
瘡
】

疱
瘡
は
天
然
痘
の
俗
称
。
幕
末
・
明
治
期
に
種
痘
が
普
及
す
る
ま

で
、
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
も
っ
と
も
恐
ろ
し
い
疫
病
で
あ
っ

た
。
疱
瘡
へ
の
祈
り
は
、
そ
れ
を
避
け
る
と
い
う
よ
り
は
、
い
か
に

軽
く
済
ま
す
か
、
あ
る
い
は
顔
な
ど
人
目
に
つ
く
部
位
に
「
あ
ば
た
」

（
痘
痕
）
が
残
ら
ぬ
よ
う
に
と
い
う
祈
り
で
あ
る
。

〔
六
月
下
旬
例
年
虫
除
之
祈
祷
（
中
略
）
、
花
岡
御
才
判
境
国
木
峠
迄
送
り

捨
申
候
、
小
児
之
疱
瘡
輒
く
大
人
ハ
無
病
息
災
也
と
て
藁
馬
之
股
を
潜
り

申
候
〕
（4

-
9

）

【
夏
病
（
な
つ
や
み
）
】

夏
病
は
暑
気
あ
た
り
（
夏
の
暑
さ
の
た
め
に
体
が
弱
る
こ
と
、
夏

バ
テ
）
の
こ
と
を
い
う
。
正
月
の
伐
り
初
め
の
と
き
の
餅
や
二
月
の

涅
槃
の
時
の
餅
が
夏
病
を
防
ぐ
と
い
う
。

〔
先
正
月
元
日
ニ
ハ
（
中
略
）
男
子
ハ
其
年
の
恵
方
の
山
え
行
き
つ
そ
ふ
（
中

略
）
、
此
時
餅
一
重
歯
朶
藁
す
と
持
行
、
切
株
へ
ハ
餅
を
備
へ
、
右
の
歯

朶
と
餅
と
を
は
ら
す
と
へ
入
、
木
え
く
ゝ
り
つ
け
取
帰
り
て
（
中
略
）
餅

を
年
神
へ
上
ケ
、
後
に
家
内
戴
く
（
夏
病
を
除
と
い
ゝ
伝
ふ
）
〕
（1

1
-
1
8

）

〔
二
月
十
五
日
涅
槃
釈
迦
の
松
と
て
小
き
明
松
を
数
多
造
り
墓
所
に
て
焼
、

家
に
帰
り
候
て
も
松
一
わ
門
へ
持
出
し
香
花
水
飯
等
備
へ
焼
候
、
飯
ハ
子

供
戴
き
候
へ
ハ
夏
病
無
之
候
と
申
伝
へ
候
〕
（1

4
-
1
2

）

【
そ
の
他
の
疾
病
】

「
風
俗
」
の
項
で
は
な
い
が
、「
注
進
案
」
に
み
え
る
そ
の
他
の
疾

病
に
関
す
る
語
な
い
し
記
述
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

「
瘧
（
お
こ
り
）
」
（7

-
8

、7
-
1
0

）
、「
癪
（
し
ゃ
く
）
病
」
（1

2
-
4

）
、「
癩
病
」

（1
1
-
1
8

、17
-
6

、20
-
6

）
、「
瘡
病
」
（2

0
-
6

）
、「
麻
疹
（
ま
し
ん
）
」
（1

7
-
7

）
、

「
眼
病
」
（3

-
8

、11
-
1
8

、18
-
1
2

）
、「
歯
痛
」
（7

-
8

、11
-
1
4

、11
-
1
8

、12
-
9

）
、

下
痢
（4

-
1
0

）
、
労
咳
（1

2
-
4

）

【
薬
】

こ
れ
も
「
風
俗
」
の
項
で
は
な
い
が
、
疾
病
を
治
す
薬
に
つ
い
て

は
、
以
下
の
よ
う
な
関
連
の
記
述
が
あ
る
。

「
鹿
野
上
村
の
超
世
丸
」
（
下
痢
止
め
、4

-
1
0

）
、
「
河
烏
」
（
労
咳
の
薬
、

1
2
-
4

）
、
「
薬
草
採
り
」
（
医
師
へ
売
る
、2

1
-
5

）

老
さ
ま
ざ
ま
な
災
厄
を
乗
り
越
え
、
た
く
ま
し
く
生
き
抜
い
た
人
は

折
り
目
折
り
目
で
健
勝
を
祝
し
、
ま
た
人
々
は
そ
の
人
に
あ
や
か
ろ

う
と
し
た
。

【
年
賀
】

現
在
、こ
の
語
は
「
年
賀
状
」
に
み
る
よ
う
に
、「
年
（
の
始
ま
り
）

を
祝
う
」
こ
と
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、「
注
進
案
」
で
は
例
外
な
く
、

年
齢
を
重
ね
る
こ
と
に
対
す
る
祝
賀
、
す
な
わ
ち
還
暦
・
古
稀
・
喜

寿
・
米
寿
な
ど
長
寿
の
祝
賀
（
年
祝
い
）
を
さ
し
て
い
る
。
広
く
と

れ
ば
初
端
午
・
初
雛
や
着
袴
、
元
服
等
も
こ
の
「
年
賀
」
に
含
ま
れ

る
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
注
進
案
」
の
記
述
に
よ
る
か
ぎ
り
、
男
子
の

厄
年
と
さ
れ
る
四
十
二
歳
、
女
子
の
厄
年
と
さ
れ
る
三
十
三
歳
以
降

を
い
う
よ
う
で
あ
る
。

当
人
か
ら
は
赤
飯
や
餅
等
、
近
族
か
ら
は
酒
肴
や
重
ね
餅
等
を
贈

り
あ
っ
て
祝
っ
た
。
特
に
、
八
十
八
歳
の
米
寿
の
祝
い
に
は
、
最
後

の
例
に
「
舛
懸
を
配
り
」
と
み
え
る
よ
う
に
升
掻
（
ま
す
か
き
。
升

に
盛
っ
た
米
を
な
ら
す
た
め
に
用
い
る
棒
。
斗
掻
）
を
参
会
者
に
配

る
風
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
男
子
四
拾
弐
歳
、
六
拾
壱
歳
、
八
拾
八
歳
、
百
歳
足
之
賀
、
女
子
三
拾
三

歳
、
八
拾
歳
、
百
歳
足
之
儀
は
身
分
相
応
相
祝
し
、
親
類
知
音
え
赤
飯
餅

等
を
遣
し
、
近
族
よ
り
も
相
応
酒
或
は
肴
等
を
遣
シ
申
候
〕
（1

-
1

）

〔
年
賀
之
節
ハ
（
中
略
）
小
き
挽
臼
位
之
餅
一
重
ね
酒
肴
抔
祝
し
遣
候
、
引

受
方
ニ
て
は
軽
キ
取
肴
一
二
種
一
汁
一
二
菜
ニ
て
指
出
酒
飯
相
進
め
申

候
、
客
来
相
済
候
て
右
之
祝
ひ
餅
を
四
角
ニ
切
夫
々
え
遣
し
候
〕
（1

5
-
1
9

）

〔
八
十
八
歳
之
祝
ひ
身
体
宜
敷
者
は
親
類
因
間
を
招
き
相
応
に
心
祝
ひ
仕

候
、
餅
舛
懸
を
配
り
候
者
間
々
御
座
候
事
〕
（9

-
5

）

【
老
人
の
役
割
】

春
秋
の
彼
岸
の
つ
と
め
や
仏
事
が
老
人
の
役
割
だ
っ
た
と
こ
ろ

が
あ
り
、
い
く
つ
か
の
記
述
が
あ
る
。

〔
春
秋
両
彼
岸
中
日
は
老
人
之
儀
は
旦
那
寺
墓
所
親
類
中
位
牌
詣
り
仕
候
〕

（1
-
1
3

）

〔
村
内
安
田
薬
師
堂
ニ
は
折
々
念
仏
講
村
内
之
老
人
之
男
女
参
詣
仕
、
百
万

遍
之
念
仏
執
行
仕
候
〕
（7

-
1
8
(
2
)

）

【
重
陽
の
節
句
】

節
句
の
う
ち
、
九
月
九
日
の
重
陽
の
節
句
は
長
寿
へ
の
祈
り
を
こ

め
た
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
九
月
九
日
を
は
大
節
句
と
唱
へ
徳
利
之
口
ヘ
菊
を
つ
け
て
養
老
を
寿
き
祝

し
候
〕
（5

-
2

）

〔
重
陽
之
儀
ハ
（
中
略
）
、
長
立
候
者
ハ
長
生
之
薬
と
て
菊
酒
を
神
ニ
備
へ

家
内
ニ
も
酌
祝
ひ
社
参
〕
（7

-
1
3

）

死
と
法
要

死
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
が
あ
り
、
葬
り
方
に
も
そ
れ
に
よ
る

差
違
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
に
「
伝
染
病
」
の
項
で
み
た
と
お
り
で
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四
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う
と
し
た
。

【
年
賀
】

現
在
、こ
の
語
は
「
年
賀
状
」
に
み
る
よ
う
に
、「
年
（
の
始
ま
り
）

を
祝
う
」
こ
と
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、「
注
進
案
」
で
は
例
外
な
く
、

年
齢
を
重
ね
る
こ
と
に
対
す
る
祝
賀
、
す
な
わ
ち
還
暦
・
古
稀
・
喜

寿
・
米
寿
な
ど
長
寿
の
祝
賀
（
年
祝
い
）
を
さ
し
て
い
る
。
広
く
と

れ
ば
初
端
午
・
初
雛
や
着
袴
、
元
服
等
も
こ
の
「
年
賀
」
に
含
ま
れ

る
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
注
進
案
」
の
記
述
に
よ
る
か
ぎ
り
、
男
子
の

厄
年
と
さ
れ
る
四
十
二
歳
、
女
子
の
厄
年
と
さ
れ
る
三
十
三
歳
以
降

を
い
う
よ
う
で
あ
る
。

当
人
か
ら
は
赤
飯
や
餅
等
、
近
族
か
ら
は
酒
肴
や
重
ね
餅
等
を
贈

り
あ
っ
て
祝
っ
た
。
特
に
、
八
十
八
歳
の
米
寿
の
祝
い
に
は
、
最
後

の
例
に
「
舛
懸
を
配
り
」
と
み
え
る
よ
う
に
升
掻
（
ま
す
か
き
。
升

に
盛
っ
た
米
を
な
ら
す
た
め
に
用
い
る
棒
。
斗
掻
）
を
参
会
者
に
配

る
風
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
男
子
四
拾
弐
歳
、
六
拾
壱
歳
、
八
拾
八
歳
、
百
歳
足
之
賀
、
女
子
三
拾
三

歳
、
八
拾
歳
、
百
歳
足
之
儀
は
身
分
相
応
相
祝
し
、
親
類
知
音
え
赤
飯
餅

等
を
遣
し
、
近
族
よ
り
も
相
応
酒
或
は
肴
等
を
遣
シ
申
候
〕
（1

-
1

）

〔
年
賀
之
節
ハ
（
中
略
）
小
き
挽
臼
位
之
餅
一
重
ね
酒
肴
抔
祝
し
遣
候
、
引

受
方
ニ
て
は
軽
キ
取
肴
一
二
種
一
汁
一
二
菜
ニ
て
指
出
酒
飯
相
進
め
申

候
、
客
来
相
済
候
て
右
之
祝
ひ
餅
を
四
角
ニ
切
夫
々
え
遣
し
候
〕
（1

5
-
1
9

）

〔
八
十
八
歳
之
祝
ひ
身
体
宜
敷
者
は
親
類
因
間
を
招
き
相
応
に
心
祝
ひ
仕

候
、
餅
舛
懸
を
配
り
候
者
間
々
御
座
候
事
〕
（9

-
5

）

【
老
人
の
役
割
】

春
秋
の
彼
岸
の
つ
と
め
や
仏
事
が
老
人
の
役
割
だ
っ
た
と
こ
ろ

が
あ
り
、
い
く
つ
か
の
記
述
が
あ
る
。

〔
春
秋
両
彼
岸
中
日
は
老
人
之
儀
は
旦
那
寺
墓
所
親
類
中
位
牌
詣
り
仕
候
〕

（1
-
1
3

）

〔
村
内
安
田
薬
師
堂
ニ
は
折
々
念
仏
講
村
内
之
老
人
之
男
女
参
詣
仕
、
百
万

遍
之
念
仏
執
行
仕
候
〕
（7

-
1
8
(
2
)

）

【
重
陽
の
節
句
】

節
句
の
う
ち
、
九
月
九
日
の
重
陽
の
節
句
は
長
寿
へ
の
祈
り
を
こ

め
た
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
九
月
九
日
を
は
大
節
句
と
唱
へ
徳
利
之
口
ヘ
菊
を
つ
け
て
養
老
を
寿
き
祝

し
候
〕
（5

-
2

）

〔
重
陽
之
儀
ハ
（
中
略
）
、
長
立
候
者
ハ
長
生
之
薬
と
て
菊
酒
を
神
ニ
備
へ

家
内
ニ
も
酌
祝
ひ
社
参
〕
（7

-
1
3

）

死
と
法
要

死
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
が
あ
り
、
葬
り
方
に
も
そ
れ
に
よ
る

差
違
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
に
「
伝
染
病
」
の
項
で
み
た
と
お
り
で
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あ
る
。
ま
た
、
葬
儀
に
対
し
て
共
同
体
が
行
う
扶
助
・
協
力
に
つ
い

て
は
、
「
紀
要
」
第
三
九
号
で
ふ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
葬
儀
・
葬
送

に
関
す
る
語
彙
を
中
心
に
、
そ
の
背
景
を
探
っ
て
み
た
い
。

【
凶
事
・
愁
（
う
れ
い
）
・
新
亡
（
し
ん
も
う
）
】

そ
の
家
に
あ
ら
た
に
死
者
が
で
る
こ
と
を
「
凶
事
」「
愁
」「
新
亡
」

な
ど
と
よ
ぶ
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
「
葬
式
」
と
同
義
に
使
わ
れ
る
場

合
も
多
く
、
厳
密
な
区
別
は
困
難
で
あ
る
。

〔
凶
事
之
節
は
親
類
其
外
講
中
之
者
相
集
り
候
て
葬
送
之
支
度
仕
〕
（2

-
3
0

）

〔
此
死
会
中
間
之
儀
は
樽
組
と
号
、
愁
ニ
不
限
何
ぞ
兼
有
之
候
節
ハ
相
集
り

助
勢
仕
〕
（9

-
2
0

）

〔
（
七
月
）
十
四
日
親
類
朋
友
間
霊
前
え
焼
香
仕
、
新
亡
有
之
候
へ
は
線
香

相
備
申
候
〕
（2

0
-
1
2

）

死
者
が
あ
る
と
、
ま
ず
講
中
か
ら
庄
屋
等
の
地
下
役
座
へ
死
去
届

を
提
出
し
（2

-
2
2

）
、
そ
の
上
で
寺
や
親
戚
等
に
「
訃
音
」
（
ふ
い
ん
。

連
絡
）
し
て
葬
儀
を
段
取
る
（3

-
3

、3
-
1
1

）
。
葬
式
の
一
連
の
準
備

等
は
、
基
本
的
に
講
や
親
戚
が
行
い
、
当
家
の
も
の
は
か
か
わ
ら
な

い
。
（
「
紀
要
」
第
三
九
号
参
照
）

な
お
、
葬
式
が
年
末
年
始
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
記
載
が

当
島
宰
判
河
島
庄
に
あ
る
。

〔
葬
式
之
儀
大
晦
日
よ
り
正
月
三
日
松
飾
り
有
之
内
は
葬
式
不
相
成
四
日
ニ

至
り
葬
送
仕
候
〕
（2

0
-
1

）

【
身
隠
（
み
か
く
し
）
】

こ
の
語
も
、
「
葬
送
」
な
い
し
「
葬
式
」
の
意
で
使
わ
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

〔
葬
式
　
村
内
組
々
ニ
て
死
会
講
人
数
香
典
米
を
持
寄
り
諸
事
引
請
世
話

仕
、
旦
那
寺
申
請
身
隠
し
仕
候
〕
（9

-
7

）

【
剃
刀
を
戴
く
】

次
の
例
の
「
剃
刀
を
戴
く
」
は
、
菩
提
寺
の
住
職
か
ら
頭
に
剃
刀

を
あ
て
て
も
ら
う
帰
敬
式
を
意
味
す
る
。
僧
が
死
者
に
対
し
て
行
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

〔
葬
式
ハ
旦
那
寺
を
申
受
、
法
名
を
授
り
剃
刀
を
戴
き
多
ク
ハ
土
葬
〕（3

-
1
0

）

【
棺
・
桶
（
大
桶
・
打
桶
）
・
箱
棺
・
櫃
】

棺
（
ひ
つ
ぎ
）
は
桶
棺
の
場
合
と
箱
棺
の
場
合
が
あ
り
、
い
ず
れ

も
白
木
（
皮
を
は
い
で
削
っ
た
だ
け
の
、
何
も
塗
っ
て
な
い
木
）
で

作
っ
た
。
桶
棺
と
箱
棺
の
区
別
は
明
確
で
な
い
。
桶
棺
は
、
簡
略
化

し
て
「
打
桶
」
に
し
た
場
合
も
あ
っ
た
。
「
打
桶
」
は
縄
を
付
け
て

二
人
で
担
げ
る
よ
う
に
し
た
桶
を
い
う
よ
う
で
あ
る
。
桶
棺
の
場
合

は
遺
体
を
座
ら
せ
る
が
、
箱
棺
に
は
竪
棺
と
寝
棺
が
あ
る
。

ま
た
、
棺
を
「
折
屋
根
」
の
形
に
作
る
と
い
う
記
述
が
多
い
が
、

箱
棺
か
桶
棺
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
途
中
か
ら
勾
配
を
つ
け
た
台
形

状
の
屋
根
（
蓋
）
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
棺
材
は
、
記
述
の
ほ
と

ん
ど
が
「
松
板
」
で
、
「
杉
板
」
が
一
例
（1

6
-
7

）
あ
る
。

〔
棺
ハ
一
統
桶
ニ
し
て
其
上
へ
細
き
六
角
の
棺
形
の
物
を
拵
、
色
々
紙
張
に

し
て
是
を
す
へ
置
候
事
〕
（1

6
-
9

）

〔
白
木
の
箱
棺
ニ
納
メ
棒
弐
本
ニ
て
舁
、
野
辺
送
り
相
営
候
〕
（1

5
-
1
6

）

〔
棺
は
桶
ニ
し
て
外
は
駕
籠
ニ
入
て
舁
、
師
坊
を
招
き
野
辺
送
相
営
火
葬
土

葬
共
ニ
御
座
候
〕
（1

5
-
7

）

〔
上
分
は
白
木
折
屋
根
ニ
し
て
棺
を
拵
、
（
中
略
）
下
分
ハ
打
桶
と
申
白
木

の
桶
を
拵
〕
（1

6
-
4

）

〔
棺
ハ
白
木
折
屋
根
又
ハ
横
棺
に
、
（
後
略
）
〕
（1

6
-
1
2

）

箱
棺
の
場
合
は
、
「
打
越
屋
根
」
な
い
し
「
打
越
し
覆
い
」
に
す

る
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
ち
ら
も
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

〔
箱
棺
ニ
て
打
越
屋
禰
を
付
、
棒
弐
本
ニ
て
か
き
野
辺
送
り
相
営
ミ
候
〕

（1
5
-
1
1

）

〔
葬
式
之
儀
ハ
松
板
白
木
の
筥
え
入
、
上
屋
禰
ハ
打
越
し
覆
ニ
し
て
棒
弐
本

ニ
て
身
近
キ
者
舁
〕
（1

5
-
1
9

）

な
お
、
桶
棺
で
も
箱
棺
で
も
な
く
「
（
古
き
）
櫃
」
を
用
い
た
と

い
う
記
載
が
吉
田
宰
判
に
三
例
あ
る
。

〔
白
木
に
て
棺
を
拵
へ
野
辺
送
り
い
た
し
、
（
中
略
）
小
躬
之
者
は
古
き
櫃

な
と
へ
入
相
営
申
候
〕
（1

6
-
3

）

【
土
葬
と
火
葬
】

土
葬
に
す
る
か
火
葬
に
す
る
か
は
、
当
時
さ
ま
ざ
ま
な
場
合
が

あ
っ
た
。
死
者
の
亡
く
な
り
方
に
よ
っ
て
違
う
場
合
（
伝
染
病
に
よ

る
死
者
は
土
葬
な
ど
）
、
宗
派
に
よ
っ
て
違
う
場
合
、
宗
派
等
に
関

係
な
く
村
や
地
域
で
一
律
の
場
合
な
ど
が
あ
る
。
土
葬
な
い
し
火
葬

の
記
載
が
あ
る
村
を
、
大
ま
か
に
分
類
す
る
と
次
表
の
よ
う
に
な
る
。

な
お
、
「
す
べ
て
火
葬
」
が
小
郡
宰
判
大
海
村
の
み
で
あ
る
こ
と

か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
伝
染
病
死
の
場
合
に
土
葬
に
す
る
と

い
う
の
は
一
般
的
な
風
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

【
野
辺
送
り
・
野
辺
之
営
・
野
送
り
・
野
送
之
営
・
悲
送
り
】

な
き
が
ら
を
埋
葬
場
や
火
葬
場
ま
で
送
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
行

土葬優勢・土葬のみ
3-8/10、 6-13/15/16/21/24、
7-7/18(1)(3)(4)/20/21、 11-18、
14-11、 15-2/3*/4*/8、
17-1/5/6/7/8/9/10/11、
19-5*/6/11*/15*/16、
20-5/7*/8*/11*/12*、
21-1*/5*/11*/19*
(*) はすべて土葬

火葬優勢・火葬のみ
1-1、 3-1、 5-1/2/4/5/6/7/8、
6-22、 7-2/10/11/12*a、 8-18、
14-4/9/12*a/14*b/15*a/16、
15-26/27、 17-4
(*a) 伝染病死は土葬
(*b) すべて火葬

まちまち
1-12*a、 7-5/16/18(5)、 9-8*b、
14-2/10、 15-1/7/9/12/14*b/
15*b/17/18/19/23*b/25*b/28/
29/30/31
(*a) 伝染病死は土葬
(*b) 真宗は火葬、 その他は土葬
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状
の
屋
根
（
蓋
）
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
棺
材
は
、
記
述
の
ほ
と

ん
ど
が
「
松
板
」
で
、
「
杉
板
」
が
一
例
（1

6
-
7

）
あ
る
。

〔
棺
ハ
一
統
桶
ニ
し
て
其
上
へ
細
き
六
角
の
棺
形
の
物
を
拵
、
色
々
紙
張
に

し
て
是
を
す
へ
置
候
事
〕
（1

6
-
9

）

〔
白
木
の
箱
棺
ニ
納
メ
棒
弐
本
ニ
て
舁
、
野
辺
送
り
相
営
候
〕
（1

5
-
1
6

）

〔
棺
は
桶
ニ
し
て
外
は
駕
籠
ニ
入
て
舁
、
師
坊
を
招
き
野
辺
送
相
営
火
葬
土

葬
共
ニ
御
座
候
〕
（1

5
-
7

）

〔
上
分
は
白
木
折
屋
根
ニ
し
て
棺
を
拵
、
（
中
略
）
下
分
ハ
打
桶
と
申
白
木

の
桶
を
拵
〕
（1

6
-
4

）

〔
棺
ハ
白
木
折
屋
根
又
ハ
横
棺
に
、
（
後
略
）
〕
（1

6
-
1
2

）

箱
棺
の
場
合
は
、
「
打
越
屋
根
」
な
い
し
「
打
越
し
覆
い
」
に
す

る
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
ち
ら
も
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

〔
箱
棺
ニ
て
打
越
屋
禰
を
付
、
棒
弐
本
ニ
て
か
き
野
辺
送
り
相
営
ミ
候
〕

（1
5
-
1
1

）

〔
葬
式
之
儀
ハ
松
板
白
木
の
筥
え
入
、
上
屋
禰
ハ
打
越
し
覆
ニ
し
て
棒
弐
本

ニ
て
身
近
キ
者
舁
〕
（1

5
-
1
9

）

な
お
、
桶
棺
で
も
箱
棺
で
も
な
く
「
（
古
き
）
櫃
」
を
用
い
た
と

い
う
記
載
が
吉
田
宰
判
に
三
例
あ
る
。

〔
白
木
に
て
棺
を
拵
へ
野
辺
送
り
い
た
し
、
（
中
略
）
小
躬
之
者
は
古
き
櫃

な
と
へ
入
相
営
申
候
〕
（1

6
-
3

）

【
土
葬
と
火
葬
】

土
葬
に
す
る
か
火
葬
に
す
る
か
は
、
当
時
さ
ま
ざ
ま
な
場
合
が

あ
っ
た
。
死
者
の
亡
く
な
り
方
に
よ
っ
て
違
う
場
合
（
伝
染
病
に
よ

る
死
者
は
土
葬
な
ど
）
、
宗
派
に
よ
っ
て
違
う
場
合
、
宗
派
等
に
関

係
な
く
村
や
地
域
で
一
律
の
場
合
な
ど
が
あ
る
。
土
葬
な
い
し
火
葬

の
記
載
が
あ
る
村
を
、
大
ま
か
に
分
類
す
る
と
次
表
の
よ
う
に
な
る
。

な
お
、
「
す
べ
て
火
葬
」
が
小
郡
宰
判
大
海
村
の
み
で
あ
る
こ
と

か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
伝
染
病
死
の
場
合
に
土
葬
に
す
る
と

い
う
の
は
一
般
的
な
風
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

【
野
辺
送
り
・
野
辺
之
営
・
野
送
り
・
野
送
之
営
・
悲
送
り
】

な
き
が
ら
を
埋
葬
場
や
火
葬
場
ま
で
送
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
行

土葬優勢・土葬のみ
3-8/10、 6-13/15/16/21/24、
7-7/18(1)(3)(4)/20/21、 11-18、
14-11、 15-2/3*/4*/8、
17-1/5/6/7/8/9/10/11、
19-5*/6/11*/15*/16、
20-5/7*/8*/11*/12*、
21-1*/5*/11*/19*
(*) はすべて土葬

火葬優勢・火葬のみ
1-1、 3-1、 5-1/2/4/5/6/7/8、
6-22、 7-2/10/11/12*a、 8-18、
14-4/9/12*a/14*b/15*a/16、
15-26/27、 17-4
(*a) 伝染病死は土葬
(*b) すべて火葬

まちまち
1-12*a、 7-5/16/18(5)、 9-8*b、
14-2/10、 15-1/7/9/12/14*b/
15*b/17/18/19/23*b/25*b/28/
29/30/31
(*a) 伝染病死は土葬
(*b) 真宗は火葬、 その他は土葬
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列
や
葬
式
を
い
う
。
葬
列
に
は
な
き
が
ら
・
位
牌
の
ほ
か
宗
派
に
応

じ
て
荘
厳
が
あ
る
が
、
浄
土
真
宗
の
場
合
は
簡
素
だ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
伝
染
病
に
よ
る
死
者
の
場
合
は
鳴
り
物
を
用
い
な
い
と
い
う
例

も
あ
る
。
小
松
原
村
（
三
丘
）
で
は
位
牌
を
持
つ
の
は
嗣
子
で
あ
っ

た
（7

-
1
8
(
1
)

）
。

〔
葬
式
之
儀
は
（
中
略
）
其
宗
門
之
備
立
ニ
し
て
凡
幢
天
蓋
華
籠
灯
籠
を
立
、

霊
膳
具
等
相
備
、
野
辺
え
悲
送
り
土
葬
火
葬
随
其
好
ニ
候
得
共
、
流
行
病

死
等
之
部
は
於
当
処
は
地
下
一
統
火
葬
ニ
は
不
仕
、
鳴
物
を
も
不
相
用
土

葬
従
来
之
行
形
ニ
御
座
候
、
（
中
略
）
尤
真
宗
之
儀
ハ
幢
天
蓋
花
籠
霊
膳

具
卒
都
婆
墓
勉
等
無
御
座
、
火
葬
第
一
ニ
仕
候
事
〕
（1

-
1
2

）

〔
い
つ
れ
も
野
辺
に
て
講
中
の
者
鐘
を
叩
き
六
斎
念
仏
を
唱
へ
、
す
へ
て
当

村
ハ
真
言
宗
ニ
て
御
座
候
〕
（1

4
-
1
2

）

《
葬
送
》

な
き
が
ら
は
人
力
に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
が
、
桶
棺
の
場
合
は
駕
籠

に
乗
せ
る
例
が
多
く
、
箱
棺
は
二
本
の
棒
を
用
い
て
腰
で
担
い
だ
よ

う
で
あ
る
。
駕
籠
は
寺
か
ら
借
り
る
場
合
や
、
講
で
あ
ら
か
じ
め
準

備
し
て
あ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
桶
棺
の
場
合
も
、
山
坂
道
の
場
合

は
二
本
の
棒
を
桶
棺
に
結
わ
え
て
運
ん
だ
と
い
う
（1

0
-
2
9

）
。

〔
棺
は
桶
ニ
し
て
外
は
駕
籠
ニ
入
て
舁
、
師
坊
を
招
き
野
辺
送
相
営
〕（1

5
-
7

）

〔
葬
式
松
板
白
木
の
箱
へ
棒
弐
本
を
入
て
身
近
き
者
二
人
腰
に
舁
き
、
（
中

略
）
懇
に
野
辺
送
り
火
葬
土
葬
仕
候
〕
（1

4
-
1
0

）

〔
寺
ニ
貸
駕
籠
有
之
候
ニ
付
借
受
、
棺
を
載
せ
所
行
形
之
凶
服
を
着
し
墓
所

迄
供
仕
候
〕
（1

-
1

）

〔
葬
式
之
儀
ハ
（
中
略
）
中
已
下
は
兼
て
講
中
よ
り
拵
置
候
駕
籠
に
て
野
辺

送
り
相
営
候
〕
（1

6
-
2

）

《
凶
服
》

野
辺
送
り
や
葬
式
の
服
装
を
「
凶
服
」
と
い
っ
た
。
男
は
裃
や
羽

織
袴
、
女
は
晒
布
を
頭
か
ら
か
ず
く
の
が
一
般
的
だ
っ
た
よ
う
で
あ

り
、
こ
ん
に
ち
の
よ
う
な
黒
一
色
の
お
も
む
き
は
な
い
。

〔
男
は
上
下
袴
羽
織
身
分
ニ
応
し
着
服
仕
、
女
ハ
晒
布
ニ
て
仕
立
候
帷
子
或

は
白
帽
子
等
被
キ
上
着
野
辺
送
り
仕
候
〕
（2

-
2
1

）

〔
行
形
之
風
俗
ニ
て
男
女
共
ニ
麻
之
衣
服
を
着
用
仕
候
〕
（2

-
3
0

）

〔
御
領
内
ニ
て
格
式
あ
る
者
ハ
上
下
、
其
已
下
は
袴
羽
織
着
用
、
婦
人
ハ
被

き
と
号
し
有
合
之
帷
子
、
裏
を
表
に
返
し
左
之
袖
を
被
き
葬
事
を
営
ミ
申

候
〕
（7

-
1
8
(
1
)

）

《
葬
送
の
時
刻
》

野
辺
送
り
が
行
わ
れ
る
時
刻
に
つ
い
て
は
「
日
中
（
白
中
・
白
昼
・

昼
中
・
昼
）
」
「
昼
後
」
「
晡
時
（
暮
方
・
暮
相
）
」
「
夜
中
」
の
四
種

類
の
記
述
が
あ
る
。
共
同
体
で
の
慣
例
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

〔
当
郷
野
送
り
昼
中
ニ
て
土
葬
ニ
仕
候
〕
（6

-
1
3

）

〔
葬
式
は
講
中
寄
合
世
話
仕
候
、
昼
後
葬
送
土
葬
に
仕
候
〕
（1

9
-
1
6

）

〔
凶
事
之
節
は
親
類
講
中
寄
集
り
死
期
作
廻
仕
多
ク
ハ
晡
時
ニ
野
辺
送
仕

候
〕
（1

-
1
5

）

〔
松
本
辺
其
外
萩
近
辺
ニ
て
は
夜
中
葬
送
仕
、
銘
々
挑
灯
等
灯
シ
寺
詰
野
辺

送
り
仕
候
〕
（2

0
-
2

）

【
立
場
（
立
場
仕
揚
・
立
場
揚
・
立
場
法
事
・
立
場
の
斎
）
】

「
立
場
（
た
て
ば
・
た
ち
ば
）
」
は
葬
送
の
た
め
に
人
々
が
集
ま
る

場
、
ま
た
集
ま
っ
た
人
々
の
休
憩
所
の
こ
と
を
い
う
。
葬
送
と
同
時

に
、
そ
の
場
で
ご
く
簡
単
に
縁
類
や
近
隣
に
ま
か
な
い
等
を
済
ま
せ

る
こ
と
を
「
立
場
仕
揚
（
し
あ
げ
）
」
と
い
い
、
そ
こ
で
の
ま
か
な

い
を
「
立
場
の
斎
（
と
き
）
」
と
も
い
っ
た
。
ま
た
「
初
度
の
法
事
」（
最

初
の
法
事
、
後
述
）
ま
で
そ
の
日
の
う
ち
に
済
ま
せ
て
し
ま
う
場
合

も
あ
り
（
立
場
法
事
）
、
そ
の
こ
と
も
含
め
て
「
立
場
仕
揚
」
と
よ

ぶ
例
も
あ
る
。
（
次
項
参
照
）

〔
村
々
葬
式
の
日
、
立
場
仕
上
と
い
ふ
こ
と
有
り
て
、
縁
類
組
合
知
己
の
者

そ
の
日
に
寄
り
集
り
た
る
へ
一
汁
一
菜
の
賄
而
已
ニ
て
葬
送
相
済
せ
、
野

別
と
云
て
墓
所
切
ニ
て
別
れ
を
成
す
〕
（1

2
-
1
0

）

〔
旦
那
寺
を
招
葬
り
仕
、
其
日
の
中
食
ハ
握
り
飯
香
物
、
夕
飯
は
手
軽
き
一

汁
一
菜
に
て
立
場
の
斎
と
唱
申
候
〕
（1

9
-
1
1

）

〔
立
場
仕
揚
と
唱
、
此
日
初
度
之
法
事
迄
相
済
申
候
〕
（5

-
5

）

【
仕
上
・
仕
揚
・
仕
上
法
事
】

葬
儀
が
終
わ
り
、
世
話
に
な
っ
た
人
々
へ
ま
か
な
い
を
す
る
こ
と

を
「
仕
上
・
仕
揚
」
と
い
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
と
き
に
「
初
度
の
法

事
」
を
す
る
こ
と
を
「
仕
上
法
事
」
と
い
う
。
（
【
法
事
】
参
照
）

〔
旦
那
寺
申
受
身
隠
相
済
、
仕
揚
と
て
時
節
有
合
之
品
ニ
て
一
汁
一
菜
之
賄

方
相
調
講
中
退
散
仕
候
事
〕
（3

-
1
3

）

〔
葬
式
は
（
中
略
）
仕
揚
ケ
法
事
之
節
一
汁
一
菜
之
賄
方
仕
候
〕
（4

-
1
1

）

【
香
米
（
講
米
）
・
斎
米
・
香
典
米
・
香
典
（
香
奠
）
・
香
料
・
香
資
】

講
中
や
親
類
か
ら
葬
式
の
際
に
持
ち
寄
る
米
や
金
銭
の
こ
と
を

い
う
。
米
の
場
合
は
一
升
な
い
し
二
升
、
銀
の
場
合
は
五
分
な
い
し

一
匁
と
い
う
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、
実
際
に
は
次
例
の
よ
う
に

分
際
に
応
じ
て
な
さ
れ
た
。
子
供
が
死
去
し
た
場
合
は
五
文
・
八
文

程
度
の
香
典
を
持
ち
寄
り
、
組
内
で
小
規
模
に
済
ま
せ
た
よ
う
で
あ

る
。

〔
親
類
知
音
講
中
米
弐
升
壱
升
身
分
ニ
応
し
香
料
と
し
て
持
集
り
〕（1

4
-
1
0

）

〔
葬
式
ハ
其
小
村
々
々
一
講
内
ト
し
て
大
人
死
去
ニ
は
香
米
と
号
し
八
木
壱

升
又
は
壱
匁
持
寄
り
ニ
し
て
諸
賄
其
外
万
事
引
受
ニ
相
調
若
又
小
児
死
去

ニ
は
只
組
相
而
已
相
集
り
講
内
よ
り
ハ
八
文
十
弐
文
の
香
典
に
て
相
調
候

事
〕
（3

-
1
2

）

な
お
、
こ
の
時
に
持
ち
寄
ら
れ
る
米
は
黒
米
（
玄
米
）
の
場
合
が

多
く
、
そ
の
場
で
た
だ
ち
に
精
白
し
て
葬
式
の
ま
か
な
い
の
炊
飯
に

用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
講
中
に
よ
る
米
つ
き
は

葬
式
に
お
け
る
大
き
な
仕
事
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

〔
葬
式
之
儀
ハ
親
類
講
中
相
集
り
香
米
と
て
行
形
を
以
纔
宛
黒
米
持
寄
〕

（7
-
5

）

一
八

『
防
長
風
土
注
進
案
』「
風
俗
」
の
項
に
み
る
人
の
一
生
と
身
体
（
金
谷 

）



〔
松
本
辺
其
外
萩
近
辺
ニ
て
は
夜
中
葬
送
仕
、
銘
々
挑
灯
等
灯
シ
寺
詰
野
辺

送
り
仕
候
〕
（2

0
-
2

）

【
立
場
（
立
場
仕
揚
・
立
場
揚
・
立
場
法
事
・
立
場
の
斎
）
】

「
立
場
（
た
て
ば
・
た
ち
ば
）
」
は
葬
送
の
た
め
に
人
々
が
集
ま
る

場
、
ま
た
集
ま
っ
た
人
々
の
休
憩
所
の
こ
と
を
い
う
。
葬
送
と
同
時

に
、
そ
の
場
で
ご
く
簡
単
に
縁
類
や
近
隣
に
ま
か
な
い
等
を
済
ま
せ

る
こ
と
を
「
立
場
仕
揚
（
し
あ
げ
）
」
と
い
い
、
そ
こ
で
の
ま
か
な

い
を
「
立
場
の
斎
（
と
き
）
」
と
も
い
っ
た
。
ま
た
「
初
度
の
法
事
」（
最

初
の
法
事
、
後
述
）
ま
で
そ
の
日
の
う
ち
に
済
ま
せ
て
し
ま
う
場
合

も
あ
り
（
立
場
法
事
）
、
そ
の
こ
と
も
含
め
て
「
立
場
仕
揚
」
と
よ

ぶ
例
も
あ
る
。
（
次
項
参
照
）

〔
村
々
葬
式
の
日
、
立
場
仕
上
と
い
ふ
こ
と
有
り
て
、
縁
類
組
合
知
己
の
者

そ
の
日
に
寄
り
集
り
た
る
へ
一
汁
一
菜
の
賄
而
已
ニ
て
葬
送
相
済
せ
、
野

別
と
云
て
墓
所
切
ニ
て
別
れ
を
成
す
〕
（1

2
-
1
0

）

〔
旦
那
寺
を
招
葬
り
仕
、
其
日
の
中
食
ハ
握
り
飯
香
物
、
夕
飯
は
手
軽
き
一

汁
一
菜
に
て
立
場
の
斎
と
唱
申
候
〕
（1

9
-
1
1

）

〔
立
場
仕
揚
と
唱
、
此
日
初
度
之
法
事
迄
相
済
申
候
〕
（5

-
5

）

【
仕
上
・
仕
揚
・
仕
上
法
事
】

葬
儀
が
終
わ
り
、
世
話
に
な
っ
た
人
々
へ
ま
か
な
い
を
す
る
こ
と

を
「
仕
上
・
仕
揚
」
と
い
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
と
き
に
「
初
度
の
法

事
」
を
す
る
こ
と
を
「
仕
上
法
事
」
と
い
う
。
（
【
法
事
】
参
照
）

〔
旦
那
寺
申
受
身
隠
相
済
、
仕
揚
と
て
時
節
有
合
之
品
ニ
て
一
汁
一
菜
之
賄

方
相
調
講
中
退
散
仕
候
事
〕
（3

-
1
3

）

〔
葬
式
は
（
中
略
）
仕
揚
ケ
法
事
之
節
一
汁
一
菜
之
賄
方
仕
候
〕
（4

-
1
1

）

【
香
米
（
講
米
）
・
斎
米
・
香
典
米
・
香
典
（
香
奠
）
・
香
料
・
香
資
】

講
中
や
親
類
か
ら
葬
式
の
際
に
持
ち
寄
る
米
や
金
銭
の
こ
と
を

い
う
。
米
の
場
合
は
一
升
な
い
し
二
升
、
銀
の
場
合
は
五
分
な
い
し

一
匁
と
い
う
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、
実
際
に
は
次
例
の
よ
う
に

分
際
に
応
じ
て
な
さ
れ
た
。
子
供
が
死
去
し
た
場
合
は
五
文
・
八
文

程
度
の
香
典
を
持
ち
寄
り
、
組
内
で
小
規
模
に
済
ま
せ
た
よ
う
で
あ

る
。

〔
親
類
知
音
講
中
米
弐
升
壱
升
身
分
ニ
応
し
香
料
と
し
て
持
集
り
〕（1

4
-
1
0

）

〔
葬
式
ハ
其
小
村
々
々
一
講
内
ト
し
て
大
人
死
去
ニ
は
香
米
と
号
し
八
木
壱

升
又
は
壱
匁
持
寄
り
ニ
し
て
諸
賄
其
外
万
事
引
受
ニ
相
調
若
又
小
児
死
去

ニ
は
只
組
相
而
已
相
集
り
講
内
よ
り
ハ
八
文
十
弐
文
の
香
典
に
て
相
調
候

事
〕
（3

-
1
2

）

な
お
、
こ
の
時
に
持
ち
寄
ら
れ
る
米
は
黒
米
（
玄
米
）
の
場
合
が

多
く
、
そ
の
場
で
た
だ
ち
に
精
白
し
て
葬
式
の
ま
か
な
い
の
炊
飯
に

用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
講
中
に
よ
る
米
つ
き
は

葬
式
に
お
け
る
大
き
な
仕
事
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

〔
葬
式
之
儀
ハ
親
類
講
中
相
集
り
香
米
と
て
行
形
を
以
纔
宛
黒
米
持
寄
〕

（7
-
5

）

一
九

『
防
長
風
土
注
進
案
』「
風
俗
」
の
項
に
み
る
人
の
一
生
と
身
体
（
金
谷 

）



〔
釣
合
中
朋
友
黒
米
壱
升
宛
香
米
と
号
し
持
寄
、
米
不
如
意
之
所
柄
故
、
持

寄
之
米
を
し
ら
げ
寄
合
之
人
数
へ
相
応
之
当
り
に
し
て
飯
を
焚
〕
（7

-
4

）

【
差
寄
（
さ
し
よ
せ
）
】

講
中
か
ら
葬
式
の
際
に
米
な
ど
を
持
ち
寄
る
こ
と
を
「
差
寄
」
と

よ
ぶ
村
も
あ
る
。
前
大
津
宰
判
の
三
例
の
み
だ
が
、
こ
の
場
合
は
白

米
を
持
ち
寄
っ
て
い
る
。
葬
式
時
に
大
量
に
必
要
な
ま
か
な
い
飯
に

即
応
す
る
た
め
の
相
互
扶
助
と
い
う
側
面
が
あ
ろ
う
。

〔
葬
式
は
兼
て
村
々
に
て
定
置
候
無
常
講
の
人
数
よ
り
差
よ
せ
と
申
、
白
米

壱
升
宛
持
参
致
し
旦
那
寺
を
招
弔
ひ
仕
候
〕（1

9
-
1
5

）

【
斎
（
と
き
）
・
非
時
（
ひ
じ
）
・
斎
非
時
・
非
時
斎
】

元
来
は
僧
の
食
事
（
午
前
の
食
事
を
斎
、
午
後
の
食
事
を
非
時
と

い
う
）
を
い
う
語
で
あ
る
が
、
「
注
進
案
」
で
は
講
中
や
親
類
な
ど
、

葬
式
や
法
事
に
参
会
し
た
人
た
ち
へ
出
す
食
事
の
こ
と
も
斎
・
非
時

と
い
う
例
が
あ
る
。

〔
葬
式
、
（
中
略
）
集
り
候
者
え
ハ
軽
き
一
汁
二
菜
の
非
時
な
ど
出
し
来
候
〕

（1
6
-
6

）

〔
仏
事
之
内
年
忌
法
事
ハ
旦
那
寺
申
受
、
親
類
尚
由
緒
之
者
相
招
、
軽
き
斎

非
時
差
出
、
無
酒
ニ
て
小
志
相
営
ミ
申
候
〕
（1

6
-
9

）

【
豆
腐
・
く
ろ
め
】

上
関
宰
判
や
熊
毛
宰
判
の
村
々
で
は
、
葬
式
の
際
の
ま
か
な
い
料

理
に
豆
腐
と
「
く
ろ
め
」
（
黒
布
・
黒
和
）
の
セ
ッ
ト
が
定
番
だ
っ

た
よ
う
で
、
多
く
の
例
が
あ
る
。
た
だ
し
、
当
該
地
域
で
は
ホ
ン
ダ

ワ
ラ
科
の
「
ひ
じ
き
」
を
「
く
ろ
め
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、こ
の
「
く

ろ
め
」
は
辞
書
で
い
う
コ
ン
ブ
科
の
海
藻
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
が

必
要
で
あ
る
。

〔
葬
式
、
（
中
略
）
都
て
大
人
小
児
に
限
ら
す
豆
腐
く
ろ
め
等
ニ
て
賄
ひ
、

日
中
葬
式
仕
候
儀
当
郷
の
な
ら
わ
せ
ニ
て
候
事
〕
（5

-
1

）

ひ
じ
き
を
煮
る
と
真
っ
黒
い
色
に
な
る
こ
と
か
ら
、
豆
腐
と
ひ
じ

き
の
セ
ッ
ト
は
「
黒
と
白
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
葬
式
料
理
に
用
い
ら
れ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
か
つ
て
平
郡
島
で
は
、
人
が
死
ぬ
こ
と
を
「
あ

の
人
は
豆
腐
に
な
っ
た
」
と
い
っ
た
。

【
法
事
・
年
忌
・
年
回
（
年
廻
）
仏
事
・
追
忌
・
追
福
】

追
善
供
養
の
た
め
の
法
事
に
は
、
四
十
九
日
ま
で
の
仏
事
と
年
忌

（
年
回
・
追
忌
）
法
要
が
あ
る
。
以
下
時
間
順
に
み
て
い
く
。

《
初
度
の
法
事
・
立
場
法
事
・
野
返
り
（
野
返
り
）・
仕
上
法
事
》

新
亡
に
対
し
て
初
め
て
営
む
法
事
を
い
う
。
当
日
の
夜
か
翌
日
に

行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
当
日
の
も
の
を
「
立
場
法
事
」「
野
返
り
（
野

帰
り
）
」
と
い
っ
た
。
仕
上
（
仕
揚
）
の
際
に
行
う
と
い
う
謂
で
「
仕

上
法
事
」
と
い
う
い
い
か
た
も
あ
る
（
前
述
）
。
葬
儀
の
翌
日
、
あ

ら
た
め
て
初
度
の
法
事
を
行
う
も
の
は
、
お
お
む
ね
中
以
上
の
者
で

あ
っ
た
。

〔
初
度
法
事
ハ
立
場
法
事
と
申
其
夜
直
様
師
坊
を
招
き
少
し
相
営
候
〕

（1
7
-
1
0

）

〔
中
以
上
は
太
概
翌
日
初
度
法
事
旦
那
寺
申
請
相
営
ミ
、
親
類
組
相
中
相
伴

仕
候
、
小
躬
之
者
は
野
帰
り
法
事
と
云
、
葬
式
之
跡
旦
那
寺
麁
酒
差
出
シ
、

親
類
組
相
茶
ノ
湯
等
ニ
て
相
営
候
〕
（2

0
-
2

）

《
墓
所
へ
日
参
》

中
陰
（
四
十
九
日
）
の
間
、
墓
所
に
日
参
す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

大
島
宰
判
に
三
例
あ
る
。

〔
墓
所
え
は
香
花
等
手
向
水
杯
そ
ゝ
き
申
候
、
中
陰
間
は
家
内
之
者
日
参
仕

候
〕
（1

-
2

）

《
初
七
日
》

重
い
忌
み
の
明
け
る
日
。
次
例
の
「
逮
夜
」
は
葬
儀
や
法
要
の
前

夜
の
こ
と
を
い
う
。
す
な
わ
ち
「
初
七
日
の
法
要
の
前
夜
」
の
意
。

〔
初
七
日
の
逮
夜
村
中
其
外
知
音
の
者
悉
く
参
り
焼
香
の
後
冷
酒
を
飲
申

候
〕
（1

9
-
8

）

《
精
進
揚
》

二
七
日
（
ふ
た
な
の
か
）
、す
な
わ
ち
十
四
日
目
に
精
進
あ
げ
（
精

進
落
と
し
）
を
お
こ
な
い
、
平
生
の
生
活
に
戻
っ
た
記
述
が
一
例
だ

け
あ
る
。

〔
惣
て
二
七
日
に
当
る
日
を
精
進
揚
と
て
旦
那
寺
申
請
読
経
相
頼
ミ
、
其
後

は
平
日
に
仕
候
〕
（1

9
-
1
6

）

《
満
中
陰
》

七
七
日
（
な
な
な
の
か
、
四
十
九
日
目
）
は
中
陰
が
満
了
す
る
日
、

す
な
わ
ち
満
中
陰
で
一
般
に
忌
み
明
け
と
さ
れ
る
。
満
中
陰
の
法
要

に
は
親
類
中
も
集
ま
り
食
事
も
出
さ
れ
た
。
こ
の
日
に
は
、
祭
主
は

沐
浴
し
月
代
を
剃
る
風
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
七
日
目
々
々
ニ
は
親
類
中
仏
参
仕
、
満
中
陰
と
申
七
々
日
相
立
候
へ
は

又
々
僧
衆
相
招
キ
親
類
中
も
集
り
斎
非
時
等
差
出
申
候
〕
（1

-
2

）

〔
七
日
七
日
に
弔
ひ
仕
、
七
々
日
ヲ
満
中
陰
と
申
、
又
旦
那
寺
招
請
長
髪
を

剃
法
事
相
営
申
候
〕
（1

-
1

）

〔
七
々
日
目
を
中
院
と
も
忌
明
共
号
シ
、
祭
主
月
代
時
浴
し
て
仏
事
執
行
仕

候
〕
（1

-
1
2

）

《
年
忌
（
年
回
）
仏
事
・
志
日
》

お
お
む
ね
現
代
に
同
じ
く
年
忌
法
要
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
日
に
追
福
と
し
て
近
隣
に
茶
漬
け
等
の
施
行
を
お
こ

な
っ
た
例
が
あ
る
。

〔
先
祖
年
忌
一
周
忌
三
回
忌
七
回
忌
十
三
回
忌
十
七
回
忌
弐
拾
五
回
忌

三
十
三
回
忌
五
拾
回
忌
、
旦
那
寺
招
請
親
族
知
因
相
集
り
軽
き
斎
非
時
を

出
し
旦
那
寺
墓
所
参
り
等
仕
候
〕
（6

-
2
3

）

〔
年
廻
之
追
福
、
（
中
略
）
又
ハ
志
日
と
唱
、
近
所
之
者
え
茶
漬
飯
等
施
候

も
有
之
不
一
様
候
得
共
、
（
後
略
）
〕
（1

-
3

） 二
〇

『
防
長
風
土
注
進
案
』「
風
俗
」
の
項
に
み
る
人
の
一
生
と
身
体
（
金
谷 

）



ら
た
め
て
初
度
の
法
事
を
行
う
も
の
は
、
お
お
む
ね
中
以
上
の
者
で

あ
っ
た
。

〔
初
度
法
事
ハ
立
場
法
事
と
申
其
夜
直
様
師
坊
を
招
き
少
し
相
営
候
〕

（1
7
-
1
0

）

〔
中
以
上
は
太
概
翌
日
初
度
法
事
旦
那
寺
申
請
相
営
ミ
、
親
類
組
相
中
相
伴

仕
候
、
小
躬
之
者
は
野
帰
り
法
事
と
云
、
葬
式
之
跡
旦
那
寺
麁
酒
差
出
シ
、

親
類
組
相
茶
ノ
湯
等
ニ
て
相
営
候
〕
（2

0
-
2

）

《
墓
所
へ
日
参
》

中
陰
（
四
十
九
日
）
の
間
、
墓
所
に
日
参
す
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

大
島
宰
判
に
三
例
あ
る
。

〔
墓
所
え
は
香
花
等
手
向
水
杯
そ
ゝ
き
申
候
、
中
陰
間
は
家
内
之
者
日
参
仕

候
〕
（1

-
2

）

《
初
七
日
》

重
い
忌
み
の
明
け
る
日
。
次
例
の
「
逮
夜
」
は
葬
儀
や
法
要
の
前

夜
の
こ
と
を
い
う
。
す
な
わ
ち
「
初
七
日
の
法
要
の
前
夜
」
の
意
。

〔
初
七
日
の
逮
夜
村
中
其
外
知
音
の
者
悉
く
参
り
焼
香
の
後
冷
酒
を
飲
申

候
〕
（1

9
-
8

）

《
精
進
揚
》

二
七
日
（
ふ
た
な
の
か
）
、す
な
わ
ち
十
四
日
目
に
精
進
あ
げ
（
精

進
落
と
し
）
を
お
こ
な
い
、
平
生
の
生
活
に
戻
っ
た
記
述
が
一
例
だ

け
あ
る
。

〔
惣
て
二
七
日
に
当
る
日
を
精
進
揚
と
て
旦
那
寺
申
請
読
経
相
頼
ミ
、
其
後

は
平
日
に
仕
候
〕
（1

9
-
1
6

）

《
満
中
陰
》

七
七
日
（
な
な
な
の
か
、
四
十
九
日
目
）
は
中
陰
が
満
了
す
る
日
、

す
な
わ
ち
満
中
陰
で
一
般
に
忌
み
明
け
と
さ
れ
る
。
満
中
陰
の
法
要

に
は
親
類
中
も
集
ま
り
食
事
も
出
さ
れ
た
。
こ
の
日
に
は
、
祭
主
は

沐
浴
し
月
代
を
剃
る
風
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

〔
七
日
目
々
々
ニ
は
親
類
中
仏
参
仕
、
満
中
陰
と
申
七
々
日
相
立
候
へ
は

又
々
僧
衆
相
招
キ
親
類
中
も
集
り
斎
非
時
等
差
出
申
候
〕
（1

-
2

）

〔
七
日
七
日
に
弔
ひ
仕
、
七
々
日
ヲ
満
中
陰
と
申
、
又
旦
那
寺
招
請
長
髪
を

剃
法
事
相
営
申
候
〕
（1

-
1

）

〔
七
々
日
目
を
中
院
と
も
忌
明
共
号
シ
、
祭
主
月
代
時
浴
し
て
仏
事
執
行
仕

候
〕
（1

-
1
2

）

《
年
忌
（
年
回
）
仏
事
・
志
日
》

お
お
む
ね
現
代
に
同
じ
く
年
忌
法
要
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
日
に
追
福
と
し
て
近
隣
に
茶
漬
け
等
の
施
行
を
お
こ

な
っ
た
例
が
あ
る
。

〔
先
祖
年
忌
一
周
忌
三
回
忌
七
回
忌
十
三
回
忌
十
七
回
忌
弐
拾
五
回
忌

三
十
三
回
忌
五
拾
回
忌
、
旦
那
寺
招
請
親
族
知
因
相
集
り
軽
き
斎
非
時
を

出
し
旦
那
寺
墓
所
参
り
等
仕
候
〕
（6

-
2
3

）

〔
年
廻
之
追
福
、
（
中
略
）
又
ハ
志
日
と
唱
、
近
所
之
者
え
茶
漬
飯
等
施
候

も
有
之
不
一
様
候
得
共
、
（
後
略
）
〕
（1

-
3

）二
一

『
防
長
風
土
注
進
案
』「
風
俗
」
の
項
に
み
る
人
の
一
生
と
身
体
（
金
谷 

）



《
揚
法
事
（
上
法
事
・
上
ヶ
法
事
）》

自
宅
で
法
事
を
行
わ
ず
、
寺
僧
に
委
託
し
て
経
を
あ
げ
て
も
ら
う

簡
単
な
法
事
を
い
う
。
こ
の
よ
う
な
例
も
多
か
っ
た
。

〔
ま
た
寺
に
て
法
事
相
営
ミ
、
斎
米
野
菜
な
ど
持
参
り
読
経
相
頼
み
、
本
人

或
は
家
内
迄
も
寺
ニ
て
斎
ニ
預
る
、
名
て
上
法
事
と
唱
へ
、
軽
く
せ
ん
と

て
斯
ハ
仕
事
ニ
御
座
候
〕
（1

6
-
5

）

《
亡
者
の
更
衣
》

年
忌
法
要
に
、
亡
く
な
っ
た
者
の
更
衣
用
に
と
木
綿
を
供
え
た
例

が
あ
る
。

〔
父
母
先
祖
の
年
忌
に
手
織
の
白
木
綿
壱
反
宛
亡
者
の
更
衣
と
唱
へ
牌
前
へ

備
へ
置
、
仏
詣
の
時
旦
那
寺
へ
持
参
仕
候
流
例
も
御
座
候
〕
（1

4
-
9

）

休
養

労
働
の
な
か
で
人
々
が
身
体
を
休
め
る
休
息
・
休
日
に
つ
い
て
は

数
多
く
の
記
載
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
休
息
・
休
日
も
個
々
人
の
自

由
意
志
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
共
同
体
内
の
規
制

が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
共
同
体
に
よ
る
「
休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
」
の
設
定

で
あ
り
、
休
む
こ
と
に
よ
っ
て
各
人
の
健
康
を
維
持
し
、
ま
た
英
気

を
養
い
、
共
同
体
と
し
て
の
作
業
の
効
率
を
上
げ
よ
う
と
す
る
一
種

の
知
恵
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
そ
の
日
に
休
ま
な
か
っ
た
場

合
は
、
冷
笑
や
非
難
の
対
象
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

【
遊
日
・
遊
ひ
日
・
遊
・
遊
民
】

「
あ
そ
ぶ
」
と
い
う
語
は
必
ず
し
も
遊
興
を
意
味
せ
ず
、「
休
息
す

る
」
な
い
し
「
神
仏
に
参
る
」
「
祭
り
を
楽
し
む
」
と
い
う
意
で
使

わ
れ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
実
際
、
人
々
は
休
息
日
に
は
神

仏
に
参
詣
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

〔
年
中
之
遊
日
、
正
月
三
ケ
日
七
日
十
五
日
、
二
月
朔
日
、
三
月
三
日
、
五

月
五
日
、
六
月
晦
日
、
七
月
七
日
同
十
五
日
、
八
月
朔
日
十
五
日
、
九
月

九
日
、
十
一
月
廿
八
日
ニ
て
御
座
候
〕
（5

-
2

）

〔
霜
月
廿
八
日
真
宗
一
統
祖
師
命
日
と
て
遊
日
、
仏
参
仕
候
者
有
之
候
得
共
、

是
等
帰
依
不
帰
依
ニ
て
一
様
ニ
無
之
候
事
〕
（7

-
1
7

）

な
お
、
次
の
「
遊
民
」
の
例
は
「
仕
事
も
し
な
い
で
ぶ
ら
ぶ
ら
し

て
い
る
人
」
の
意
で
あ
ろ
う
。

〔
当
郷
は
男
女
農
業
手
稼
第
一
ニ
仕
、
遊
民
と
申
者
絶
て
無
御
座
候
〕
（5

-
3

）

【
骨
休
め
・
骨
つ
ぎ
】

「
骨
休
め
」
は
仕
事
の
あ
い
ま
に
休
息
す
る
こ
と
を
い
い
、「
骨
つ

ぎ
」
は
骨
休
め
の
た
め
に
ご
ち
そ
う
を
作
っ
て
食
べ
る
こ
と
を
い
う

が
、
必
ず
し
も
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
「
注
進
案
」
に
は
六
例
あ
る

が
、
す
べ
て
麦
の
混
納
（
収
穫
・
調
製
作
業
）
を
前
に
、
寿
司
な
ど

を
作
っ
て
食
べ
る
こ
と
（
「
麦
う
ら
し
」
。
「
紀
要
」
第
四
一
号
参
照
）

に
つ
い
て
使
わ
れ
て
い
る
。
麦
う
ら
し
の
後
に
は
、
麦
の
収
穫
・
田

植
え
と
い
っ
た
忙
し
く
激
し
い
労
働
が
待
っ
て
い
る
。

〔
麦
熟
し
　
四
月
麦
熟
前
、
鯛
之
取
れ
る
頃
ゆ
へ
鯛
を
麦
藁
鯛
と
唱
、
求
め

酢
食
を
拵
へ
親
類
間
招
キ
合
、
給
へ
候
て
麦
を
誉
め
混
納
植
付
前
之
骨
つ

き
を
致
候
事
〕
（9

-
1

）

【
泥
落
と
し
・
し
ろ
み
て
・
惣
休
み
】

激
し
い
労
働
の
後
、
共
同
体
で
申
し
合
わ
せ
て
一
律
に
休
む
こ
と

を
い
う
。
村
中
の
田
植
え
が
終
わ
っ
た
時
に
設
定
さ
れ
、
下
男
下
女

に
数
日
間
の
里
帰
り
を
さ
せ
る
村
も
あ
っ
た
（
「
紀
要
」
第
四
二
号

参
照
）
。

【
昼
休
み
】

暑
い
季
節
に
は
、
昼
下
が
り
の
一
定
時
間
、
昼
休
み
と
称
し
て
体

を
休
め
る
こ
と
が
、
お
そ
ら
く
村
の
申
し
合
わ
せ
と
し
て
行
わ
れ
た
。

昼
寝
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
夏
病
み
（
前
述
）
を
防
ぎ
、
健
康
を
維

持
す
る
た
め
の
知
恵
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

〔
植
付
等
相
済
炎
暑
之
節
ハ
昼
休
ミ
と
号
日
中
暫
く
休
息
仕
候
〕
（1

7
-
8

）

〔
六
月
節
入
頃
よ
り
七
月
末
方
迄
昼
休
と
唱
へ
日
中
半
時
計
休
息
仕
候
〕

（1
9
-
1
6

）

【
灸
・
湯
治
・
石
風
呂
】

二
月
二
日
と
八
月
二
日
に
灸
を
す
え
る
例
が
六
村
ほ
ど
み
え
る

が
、
い
ず
れ
も
年
中
行
事
と
し
て
の
灸
す
え
で
（
「
紀
要
」
第
四
一

号
参
照
）
、
身
体
疲
労
の
調
整
と
し
て
の
灸
の
記
述
は
な
い
。
湯
治

に
つ
い
て
も
、
現
在
の
湯
本
温
泉
（
長
門
市
）
に
つ
い
て
記
述
が
あ

る
が
、
身
体
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。

療
養
の
場
と
し
て
特
筆
す
べ
き
も
の
に
「
石
風
呂
」
が
あ
る
。
瀬

戸
内
海
沿
岸
・
島
嶼
部
に
多
く
知
ら
れ
、
周
防
大
島
の
久
賀
村
の
石

風
呂
は
弘
法
大
師
の
由
緒
を
も
つ
（1

-
1

「
石
風
炉
」
の
項
）
が
、

佐
波
川
流
域
の
も
の
の
多
く
は
重
源
上
人
の
由
緒
を
い
う
。
奈
良
東

大
寺
の
大
仏
殿
用
材
の
搬
出
に
当
た
っ
た
も
の
た
ち
の
労
を
ね
ぎ
ら

い
、
疲
れ
を
癒
す
た
め
に
設
け
ら
れ
た
と
い
う
。
な
か
で
も
有
名
な

「
岸
見
の
石
風
呂
」
（1

1
-
2
0

）
は
、
三
が
日
を
過
ぎ
る
と
諸
方
面
か

ら
多
く
の
人
々
が
療
養
に
来
た
と
い
う
。

〔
（
二
月
）
二
日
は
灸
治
、
（
中
略
）
（
八
月
）
二
日
下
男
出
代
り
、
同
日
灸

日
と
申
灸
治
仕
候
者
多
御
座
候
〕
（2

0
-
1
0

）

〔
湯
本
は
年
中
湯
治
人
諸
方
よ
り
入
こ
む
所
に
候
へ
は
、
宿
屋
な
と
は
賑
は

し
く
有
之
候
へ
ど
も
、
近
年
湯
治
人
も
減
し
自
然
と
質
素
に
復
し
候
様
に

相
見
候
〕
（1

9
-
8

）

〔
入
室
す
る
も
の
正
月
四
日
よ
り
晴
雨
を
い
わ
す
諸
所
よ
り
来
り
、
其
数
挙

て
数
へ
か
た
し
、
こ
し
ぬ
け
足
な
へ
疾
癪
諸
病
の
療
養
と
し
来
る
〕（1

1
-
2
0

「
旧
跡
の
部
　
石
風
呂
」
の
項
）

二
二

『
防
長
風
土
注
進
案
』「
風
俗
」
の
項
に
み
る
人
の
一
生
と
身
体
（
金
谷 

）



を
作
っ
て
食
べ
る
こ
と
（
「
麦
う
ら
し
」
。
「
紀
要
」
第
四
一
号
参
照
）

に
つ
い
て
使
わ
れ
て
い
る
。
麦
う
ら
し
の
後
に
は
、
麦
の
収
穫
・
田

植
え
と
い
っ
た
忙
し
く
激
し
い
労
働
が
待
っ
て
い
る
。

〔
麦
熟
し
　
四
月
麦
熟
前
、
鯛
之
取
れ
る
頃
ゆ
へ
鯛
を
麦
藁
鯛
と
唱
、
求
め

酢
食
を
拵
へ
親
類
間
招
キ
合
、
給
へ
候
て
麦
を
誉
め
混
納
植
付
前
之
骨
つ

き
を
致
候
事
〕
（9

-
1

）

【
泥
落
と
し
・
し
ろ
み
て
・
惣
休
み
】

激
し
い
労
働
の
後
、
共
同
体
で
申
し
合
わ
せ
て
一
律
に
休
む
こ
と

を
い
う
。
村
中
の
田
植
え
が
終
わ
っ
た
時
に
設
定
さ
れ
、
下
男
下
女

に
数
日
間
の
里
帰
り
を
さ
せ
る
村
も
あ
っ
た
（
「
紀
要
」
第
四
二
号

参
照
）
。

【
昼
休
み
】

暑
い
季
節
に
は
、
昼
下
が
り
の
一
定
時
間
、
昼
休
み
と
称
し
て
体

を
休
め
る
こ
と
が
、
お
そ
ら
く
村
の
申
し
合
わ
せ
と
し
て
行
わ
れ
た
。

昼
寝
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
夏
病
み
（
前
述
）
を
防
ぎ
、
健
康
を
維

持
す
る
た
め
の
知
恵
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

〔
植
付
等
相
済
炎
暑
之
節
ハ
昼
休
ミ
と
号
日
中
暫
く
休
息
仕
候
〕
（1

7
-
8

）

〔
六
月
節
入
頃
よ
り
七
月
末
方
迄
昼
休
と
唱
へ
日
中
半
時
計
休
息
仕
候
〕

（1
9
-
1
6

）

【
灸
・
湯
治
・
石
風
呂
】

二
月
二
日
と
八
月
二
日
に
灸
を
す
え
る
例
が
六
村
ほ
ど
み
え
る

が
、
い
ず
れ
も
年
中
行
事
と
し
て
の
灸
す
え
で
（
「
紀
要
」
第
四
一

号
参
照
）
、
身
体
疲
労
の
調
整
と
し
て
の
灸
の
記
述
は
な
い
。
湯
治

に
つ
い
て
も
、
現
在
の
湯
本
温
泉
（
長
門
市
）
に
つ
い
て
記
述
が
あ

る
が
、
身
体
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。

療
養
の
場
と
し
て
特
筆
す
べ
き
も
の
に
「
石
風
呂
」
が
あ
る
。
瀬

戸
内
海
沿
岸
・
島
嶼
部
に
多
く
知
ら
れ
、
周
防
大
島
の
久
賀
村
の
石

風
呂
は
弘
法
大
師
の
由
緒
を
も
つ
（1

-
1

「
石
風
炉
」
の
項
）
が
、

佐
波
川
流
域
の
も
の
の
多
く
は
重
源
上
人
の
由
緒
を
い
う
。
奈
良
東

大
寺
の
大
仏
殿
用
材
の
搬
出
に
当
た
っ
た
も
の
た
ち
の
労
を
ね
ぎ
ら

い
、
疲
れ
を
癒
す
た
め
に
設
け
ら
れ
た
と
い
う
。
な
か
で
も
有
名
な

「
岸
見
の
石
風
呂
」
（1

1
-
2
0

）
は
、
三
が
日
を
過
ぎ
る
と
諸
方
面
か

ら
多
く
の
人
々
が
療
養
に
来
た
と
い
う
。

〔
（
二
月
）
二
日
は
灸
治
、
（
中
略
）
（
八
月
）
二
日
下
男
出
代
り
、
同
日
灸

日
と
申
灸
治
仕
候
者
多
御
座
候
〕
（2

0
-
1
0

）

〔
湯
本
は
年
中
湯
治
人
諸
方
よ
り
入
こ
む
所
に
候
へ
は
、
宿
屋
な
と
は
賑
は

し
く
有
之
候
へ
ど
も
、
近
年
湯
治
人
も
減
し
自
然
と
質
素
に
復
し
候
様
に

相
見
候
〕
（1

9
-
8

）

〔
入
室
す
る
も
の
正
月
四
日
よ
り
晴
雨
を
い
わ
す
諸
所
よ
り
来
り
、
其
数
挙

て
数
へ
か
た
し
、
こ
し
ぬ
け
足
な
へ
疾
癪
諸
病
の
療
養
と
し
来
る
〕（1

1
-
2
0

「
旧
跡
の
部
　
石
風
呂
」
の
項
）

二
三

『
防
長
風
土
注
進
案
』「
風
俗
」
の
項
に
み
る
人
の
一
生
と
身
体
（
金
谷 

）



女
性

ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
す
る
記
述
は
少
な
い
。
田
植
え
が
女
性
（
早
乙

女
）
の
役
目
だ
っ
た
こ
と
等
は
象
徴
的
だ
が
、
こ
こ
で
は
稲
作
儀
礼

は
扱
わ
ず
、
女
性
の
身
体
と
し
て
の
特
徴
的
な
事
項
を
と
り
あ
げ
る
。

【
経
行
・
月
の
障
り
・
別
火
】

秋
穂
正
八
幡
宮
の
神
託
に
よ
っ
て
、
月
経
中
の
女
子
と
の
別
火
を

守
る
こ
と
に
よ
っ
て
モ
グ
ラ
の
害
を
防
ぐ
と
い
う
記
述
が
小
郡
宰
判

に
二
例
（1

4
-
1
1
･
1
2

）
あ
る
。
ま
た
、
先
に
み
た
「
岸
見
の
石
風
呂
」

も
、
月
の
障
り
の
あ
る
婦
人
の
入
る
こ
と
を
忌
む
と
い
う
。

〔
昔
郷
中
土
竜
多
田
畠
を
害
せ
し
に
、
神
託
あ
り
て
経
行
の
女
子
と
別
火
し
、

惣
て
穢
を
忌
事
宇
佐
之
例
に
順
ふ
と
き
ハ
土
龍
の
害
な
か
る
へ
し
と
の
告

に
隋
ひ
、
今
に
至
り
別
火
を
守
り
、
〕
（1

4
-
1
1

）

〔
月
の
支
り
あ
る
婦
人
不
浄
ノ
者
是
に
い
る
時
ハ
忽
蟻
這
出
室
内
に
群
り
、

或
は
土
砂
落
て
居
る
事
あ
た
わ
す
〕（1

1
-
2
0

「
旧
跡
の
部
　
石
風
呂
」
の
項
）

【
女
の
尻
を
打
つ
】

小
正
月
に
女
の
尻
を
打
つ
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
多
産
の
呪
法
と
し

て
行
わ
れ
た
。
「
紀
要
」
第
四
〇
号
を
参
照
。

本
文
中
で
引
用
し
た
部
分
に
関
わ
る
村
の
番
号
は
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。

【
大
島
宰
判
】1

-
1

（
久
賀
村
・
同
浦
）
、1

-
2

（
日
前
村
）
、1

-
3

（
西
方
村
）
、

1
-
4

（
森
村
（
浮
島
含
む
）
）
、1-

1
0

（
地
家
室
）
、1-

1
2

（
安
下
庄
・
同
浦
）
、

1
-
1
3

（
秋
村
）
、1

-
1
5

（
戸
田
村
）
、2

-
1
8

（
油
宇
村
）
、2

-
2
1

（
横
見
村
）
、

2
-
2
2

（
志
佐
村
）
、2

-
2
6

（
三
蒲
村
）
、2

-
3
0

（
伊
保
田
村
）

【
奥
山
代
宰
判
】3-

1

（
宇
佐
村
）
、3-

3

（
本
谷
村
）
、3-

8

（
下
畑
村
）
、3-

1
0

（
波

野
村
）
、3

-
1
1

（
本
郷
村
）
、3

-
1
2

（
黒
澤
宇
塚
村
）
、3

-
1
3

（
須
川
村
）

【
前
山
代
宰
判
】4

-
5

（
三
瀬
川
村
）
、4

-
9

（
金
峯
村
）
、4

-
1
0

（
鹿
野
上
村
）
、

4
-
1
1

（
鹿
野
中
村
）

【
上
関
宰
判
】5-

1

（
麻
郷
村
）
、5-

2

（
別
符
村
）
、5-

3

（
上
田
布
施
村
）
、5-

4

（
下

田
布
施
村
）
、5

-
5

（
波
野
村
）
、5

-
6

（
大
波
野
村
）
、5

-
7

（
平
生
村
）
、

5
-
8

（
曽
根
村
）
、6-

1
2

（
伊
保
庄
）
、6-

1
3

（
小
郡
村
）
、6-

1
5

（
尾
国
村
）
、

6
-
1
6

（
室
津
村
・
同
浦
）
、6

-
2
1

（
佐
郷
島
）
、6

-
2
2

（
牛
島
）
、6

-
2
3

（
岩

見
島
）
、6

-
2
4

（
八
島
）

【
熊
毛
宰
判
】7

-
2

（
下
久
原
村
）
、7-

3

（
長
野
村
）
、7-

4

（
原
村
）
、7-

5

（
八

代
村
）
、7

-
7

（
上
小
周
防
村
）
、7

-
8

（
小
周
防
村
）
、7

-
1
0

（
光
井
村
）
、

7
-
1
1

（
室
積
村
）
、7-

1
2

（
室
積
浦
）
、7-

1
3

（
岩
田
村
）
、7-

1
6

（
宿
井
村
）
、

7
-
1
7

（
川
西
村
）
、7

-
1
8
(
1
)

（
三
丘
之
内
小
松
原
村
）
、7

-
1
8
(
2
)

（
三
丘

之
内
安
田
村
）
、7

-
1
8
(
3
)

（
三
丘
之
内
清
尾
村
）
、7

-
1
8
(
4
)

（
三
丘
之
内

樋
口
村
）
、7-

1
8
(
5
)

（
三
丘
之
内
八
代
村
）
、7-

2
0

（
立
野
村
）
、7-

2
1

（
三

輪
村
）

【
都
濃
宰
判
】8-

1

（
末
武
上
村
）
、8-

4

（
久
米
村
）
、8-

7

（
長
穂
村
）
、8-

1
0

（
川

上
村
）
、8

-
1
8

（
浅
江
村
）

【
三
田
尻
宰
判
】9

-
1

（
三
田
尻
村
）
、9-

2

（
三
田
尻
町
）
、9-

5

（
西
佐
波
令
）
、

9
-
6

（
宮
市
町
）
、9

-
7

（
仁
井
令
）
、9

-
8

（
植
松
村
）
、9

-
1
2

（
浜
方
）
、

9
-
1
6

（
切
畑
村
）
、9

-
2
0

（
下
右
田
村
）
、1

0
-
2
8

（
久
兼
村
）
、1

0
-
2
9

（
奥

畑
村
）

【
徳
地
宰
判
】1

1
-
1
4

（
三
谷
村
）
、1

1
-
1
8

（
堀
村
）
、1

1
-
2
0

（
岸
見
村
）

【
山
口
宰
判
】1

2
-
4

（
七
房
村
）
、1

2
-
5

（
御
堀
村
）
、1

2
-
9

（
小
鯖
村
）
、

1
2
-
1
0

（
長
野
村
）

【
小
郡
宰
判
】1

4
-
2

（
上
中
郷
）
、1

4
-
4

（
江
崎
村
）
、1

4
-
9

（
岐
波
村
）
、

1
4
-
1
0

（
名
田
島
）
、14

-
1
1

（
二
島
村
）
、14

-
1
2

（
本
郷
）
、14

-
1
4

（
大
海
村
）
、

1
4
-
1
5

（
陶
村
（
鋳
銭
司
村
含
む
）
）
、1

4
-
1
6

（
台
道
村
）

【
舟
木
宰
判
】1

5
-
1

（
東
吉
部
村
）
、1

5
-
2

（
西
吉
部
村
）
、1

5
-
3

（
萬
倉
村

･

今
富
村
）
、1

5
-
4

（
東
萬
倉
村･

矢
矯
村･

芦
河
内
村
）
、1

5
-
7

（
舟
木
市

村
）
、1

5
-
8

（
逢
坂
村
）
、1

5
-
9

（
東
高
泊
村･

有
帆
村
）
、1

5
-
1
1

（
後
潟

御
開
作
）
、1

5
-
1
2

（
東
須
恵
村
）
、1

5
-
1
4

（
西
須
恵
村
）
、1

5
-
1
5

（
際

波
村
）
、1

5
-
1
6

（
藤
曲
村･

奥
壇
村･

中
山
村
）
、1

5
-
1
7

（
中
野
御
開
作･

妻
崎
御
開
作
）
、1

5
-
1
8

（
小
串
村･

宇
部
村･

川
上
村
）
、1

5
-
1
9

（
沖
ノ
旦

村･

広
瀬
村･

末
信
村･

棚
井
村
）
、1

5
-
2
3

（
吉
見
村
）
、1

5
-
2
5

（
木
田
村･

瓜
生
野
村･

車
地
村･

山
中
村
）
、1

5
-
2
6

（
棯
小
野
村
）
、1

5
-
2
7

（
藤
河
内

村
）
、1

5
-
2
8

（
小
野
村･

檪
原
村
）
、1

5
-
2
9

（
如
意
寺
村･

下
ノ
小
野
村
）
、

1
5
-
3
0

（
市
ノ
小
野
村
）
、1

5
-
3
1

（
宇
内
村･

上
の
小
野
村
）

【
吉
田
宰
判
】16

-
1

（
吉
田
村
）
、16

-
2

（
末
益
村
）
、16

-
3

（
松
屋
村
）
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